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総務建設経済常任委員会会議記録 

 

１．期  日  令和６年 12 月２日(月)                    開会 11 時 36 分 

                                                                  閉会 17 時 11 分 

２．場  所   第 1 委員会室 

 

３．付議事件   ①豪雨災害を踏まえたラディアン周辺行政機能等集約事業を防災上か

らの検証と見直しを求める陳情     （令和 6 年陳情第 12 号） 

②現在建設が予定されている場所での町役場の新庁舎についての陳情 

（令和 6 年陳情第 13 号） 

③「反対の多い果樹園での新庁舎計画を取りやめ法務局北側の町有地

と民地買収地に新庁舎を造ろう」の陳情 （令和 6 年陳情第 14 号） 

④二宮町税条例の一部を改正する条例     （町長提出議案第 64 号） 

⑤二宮町道路構造等の基準を定める条例の一部を改正する条例 

町長提出議案第 65号） 

⑥二宮町下水道条例の一部を改正する条例  （町長提出議案第 66 号） 

 

 

４．出 席 者   浜井委員長、大沼副委員長、渡辺委員、松崎委員、根岸委員、 

善波委員、野地委員、前田議長 

 

執行者側  ①政策部長、施設再編課長、施設再編推進班長、 

       防災担当参事、危機管理班長 

      ②政策部長、施設再編課長、施設再編推進班長、 

       防災担当参事、危機管理班長 

      ③政策部長、施設再編課長、施設再編推進班長 

      ④町長、副町長、総務部長、戸籍税務課長、 

       町民税班長、資産税班長 

⑤町長、副町長、都市部長、都市整備課長、道路班長 

      ⑥町長、副町長、都市部長、下水道課長、業務班長 

        傍聴議員  ６名 

一般傍聴者 ９名 

 

５．経  過 

                                         

①豪雨災害を踏まえたラディアン周辺行政機能等集約事業を防災上からの検証と見直しを

求める陳情（令和 6年陳情第 12号） 

 

委員長  ただいまより、総務建設経済常任委員会を開会いたします。初

めに、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

議長  こんにちは。今回の総務建設経済常任委員会には陳情３件、条

例３件が審査事項として挙がっております。各陳情、条例とも、

慎重かつ丁寧なるご審査いただきますよう、よろしくお願いい

たします。 
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委員長  はい。それでは、初日の本会議で付託されました案件について、

これより審査いたします。最初に、豪雨災害を踏まえたラディ

アン周辺行政機能等集約事業を防災上からの検証と見直しを求

める陳情、令和６年陳情第 12 号を議題とします。お諮りします。

本陳情につきまして、議会基本条例第 15 条の規定により、陳情

者の意見を聞くこととしたいと思いますが、ご異議ございませ

んでしょうか。 

 

(「異議なし」との声あり) 

 

委員長  ご異議なしと認めます。本陳情につきましては、提出者のまち

づくり工房「しお風」代表神保様と杉本様にご出席をいただい

ております。それでは神保様、10 分程度にまとめて、趣旨説明

をお願いいたします。はい。神保様。 

 

＜趣旨説明＞ 

 

神保氏        はい。初めになんですけれども、ちょっと風邪をこじらせてし

まって声が枯れていたり咳が出てしまったりするかもしれない

ので、その辺、よろしくお願いしたいと思います。では始めま

す。日頃から「しお風」の活動にご理解ご協力いただき、11 月

に「しお風」創刊 25 年を迎えられたのも、皆様のおかげです。

ありがとうございます。二宮町は南に相模湾、南北に葛川が流

れ、低い山に囲まれ、平地には住宅地が広がる温暖な町、この

自然環境の恵みが住み心地のよい町として機能してきました。

こんな二宮町に８月 30 日朝７時に突然の緊急安全確保発令。台

風 10 号の影響による葛川溢水後の発令に被害を抑える手だて

は間に合わず、住民に大きな損害や不安を与えました。葛川周

辺の浸水被害だけではなく、土砂崩れや山からの湧水による浸

水被害もあり、想定外の深刻な災害となりました。約 5800 万円

の補正予算は、まだ応急対策費で、災害対策はこれからであり、

ここに計上されてない住民や民間企業の被害額もあります。「し

お風」はこのことにショックを受け、土砂崩れ浸水被害に遭わ

れた方々や、町職員を含む 20 名近くの方々に取材を行うととも

に、当時の気象情報や葛川の水位等の調査を行いました。その

結果、考えてた以上の深刻さであり、次のことがわかりました。

①土砂崩れでは、倒木の流れ落ちる角度がほんの少し違ったら、

葛川の溢水では、１階に寝ている高齢者を２階への移動が間に

合わなかったらなど、人の命に関わる大災害になったかもしれ

ないこと。②川の水位等を確認していても寝ている間に急激に

増水することや、大雨が続くと時間雨量で安心できないこと。

今回の災害で警報がいかに危険性を予測していたものかなどわ

かりました。このことから警報時の防災意識の徹底の必要性。

③大雨警報後に、自動車の高台への移動、高齢者らや、貴重品

の２階等への移動、十分な土のうの用意などが必要だったと思
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います。このことから、事前に予測がつきやすい豪雨対策の万

全準備。④気象庁のホームページの掲載に基づいて作成した表

４の町のすべき対応を参考にすると、町は大雨警報時に高齢者

等の避難発令や、職員招集などができる体制を整え、一時的避

難所の開設準備、住民への防災情報提供体制や、対応フローの

決定、暗くなる前に危険な場所からの高齢者ら、避難発令と住

民周知、災害対策体制の要員確保などができていませんでした。

このことから、情報収集や災害応急対策が遅れ、防災責務の徹

底の必要性。⑤被災された方々が体感したことと、災害発生時

間等のデータが適合していました。もしそのときに、的確な防

災知識や情報があれば、被害が減じられたと、被災された方々

は残念になっていました。このことから防災知識や体感の重要

性とその周知。⑥自分が住んでいる場所の地形や歴史、豪雨時

の湧水や水の流れを知り防災知識と結びつくと、災害対策や減

災に繋がります。このことから地域を知る、水の流れを知る必

要性。⑦社会福祉協議会で行っている、床下を乾かす送風機の

貸し出しや、災害ボランティア派遣が、被災者に周知されず、

災害ボランティアを活用できなかった方々もいらっしゃいまし

た。葛川の上流の開発についての不安を漏らす方々もいらっし

ゃいました。このようなことから社会福祉協議会、県や中井町

など関係機関との連携の徹底の必要性。⑧町の使命は住民の生

命財産を守ることです。土砂警戒情報時に一時的に避難所の開

設や人員配置、土砂災害警戒地域への避難指示、警戒想定地区

への避難所開設だけでなく、行動喚起情報の伝達、洪水警報後

の消防署、巡回時の警鐘、緊急安全確保発令以降の被災情報、

状況、交通規制等の情報提供、また、災害時には特に住民に寄

り添うことが大切です。被災者宅への３週間後の町長訪問、不

親切な対応もあった罹災証明発行手続き、被災された方に思い

やりに欠ける発言などがありました。このようなことから町の

使命の認識徹底の必要性などです。 

気候変動による異常気象が多発する中では、豪雨災害に見舞わ

れることは今後予想されます。このような中で、かねてから「し

お風」が興味を抱いて活動してた保全に関係するグリーンイン

フラ、気候変動の中での防災減災についての講演会も 11 月２日

14 時から、二宮町で開催されました。ちょうどこの日 18 時 53

分にも洪水警報が出され、道路も川のようになり、また葛川の

溢水や土砂崩れが生ずるのではないかと、大きな不安が住民に

生じました。葛川の改修は、迅速に取り組んでもすぐに対応で

きず、葛川の改修だけでなく、川に流れ込む、地上に噴き出す

水量を抑える町全体の治水を検討する時期になっています。12

月８日には神奈川県平塚土木事務所による今後の葛川整備につ

いての説明会があります。また水害は川の周辺で起こる事では

なく、町では内水の危険性も調査し、浸水想定図を作成するそ

うです。さらに新田橋から内輪橋まで電柱の地中化工事も始ま

っています。この機会に町、住民、地区が一丸となって安心し

て暮らすまちづくりを考えて進めていきましょう。果樹公園に
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計画している新庁舎建設について、町民が納得する検証を求め

る陳情を、今まで２回しましたが、不採択となりました。「しお

風」は迅速な新庁舎建設には賛成ですが、果樹公園に計画して

いる新庁舎建設を含むラディアン周辺行政機能等集約事業の基

本設計案は、防災上、財政上の観点から危惧し、検証を議員の

皆様に求めてきました。しかし、多数の議員の皆様にはご理解

していただけず、陳情説明の至らなさを、痛感しております。 

今回の取材や調査を通して、防災や減災の十分な取組みの必要

性を痛感し、実施設計の予算審議をする中で、議員一人一人が必

要かつ十分な検証・審議を行って欲しいと考え、再度陳情をする

ことにしました。洪水浸水想定区域と土砂災害警戒区域に囲まれ

た町民の先祖が県に提供した土地をわざわざ購入してまで建設

するために経費を切り詰め、減額補正分を基金に積み立て、原資

をつくってきました。その中で、災害見舞金、弔慰金の大幅な減

額、防災人材の育成のための研修費などが削減されました。今ま

での債務にさらに起債し 30 年間返済に追われ、現納税者では返

済できず、子ども世代にも負担が及びます。いざ地震や豪雨など

の災害が発生したら、能登半島地震や東日本大震災を見ても、災

害復興に大金を費やしても住民は命や財産を失い、元の暮らしに

は戻れません。今回の豪雨災害でも住民に大きな損害を与え、現

状のままでは不安は解消されません。いくら耐震化された役場庁

舎があっても今までと同じように住み続けるのは難しくなりま

す。新庁舎建設計画予定地は洪水浸水想定区域に接し、葛川と田

代川が合流し、浸水が度々起こっていた場所の隣接地。過去には

水害もあり、降雨時に水が噴き出すことから、県から無償貸与時

に締結された 1955 年 12 月 22 日の覚書には、神奈川県園芸試験

場跡地の利用について、第１条第１項第３号に、梨桃の原木の保

存用地、第４号に果樹園の公園的な利用、山林の保全活用が、第

２項には、災害時の避難のための利用に配慮するものとするとが

明記されています。狭い幅での葛川整備等からも、防災上の観点

からも、果樹公園としていたのではないかと推定されます。気候

変動の中での防災・減災を考えた時に、この場所に新庁舎の建設

や駐車場を多く、整備することは土地の治水機能が失われ、建物

による雨水等の集中増水などにより、内水氾濫を加速されるんで

はないかと危惧しています。果樹公園や東京大学果樹園跡地はグ

リーンインフラとして整備し、治水と憩い、自然、防災を学ぶ場

として二宮のブランド化を図る場所として活用する必要がある

と考えます。今回も葛川が溢水した時には、町は東西に分断され、

県道西側の浸水被災者への避難所の開設が遅れ、町民センターが

避難所として機能したとは言えない状態でした。果樹公園に防災

拠点が設置されると、災害時西側への交通が遮断される危惧も生

じます。このようなことから、果樹公園に新庁舎を建設すること

を見直す必要があると思います。 

そして迅速に、取組みを検討しなければならない減災対策。ま

た次の４点から葛川改修整備で、想定外の豪雨災害からの完璧な

安全が図れないことは推測され、新たな視点からの治水対策も必



 5 

要と考えられます。①葛川は昔大きく蛇行していたこと。②現在

川の直近まで住宅が建設されていること。③治水機能を果たして

きた山が開発され、住宅地が造成されてきたこと。④ＪＲ東日本

東海道線高架や国道１号の北側の川幅が特に狭いこと。このよう

な、今後 30 年借金返済に追われ、人口減よりも急速な税収減、

超高齢化や地球温暖化の弊害も生じる 2050 年問題もある中で、

災害が起こっても被害や損害を低く抑える対策。これらの費用を

新庁舎建設を含むラディアン周辺行政機能等集約事業をこのま

ま進めて、二宮町は賄える余力があるのでしょうか。このような

ことから、計画予定の新庁舎が防災拠点といえるのか、防災上最

優先すべきことなのか疑問です。 

どうか議員の皆様一人一人がきちんとした検証を行い、判断理

由を住民が理解できるように説明してください。議員必携に記載

されているように議会の持つ二つの使命は、具体的な施策の最終

決定と行財政運営の批判と監視です。この議会使命を完全に達成

できるよう議会の一員として懸命に努力することが議員の職責

です。また、議会は住民を代表する議員をもって構成される地方

公共団体の意思決定機関で、憲法で設置根拠が保障されているほ

ど重要であり、住民の立場に立って判断しなければならないもの

です。新庁舎建設を含むラディアン周辺行政機能等集約事業が、

基本設計が予算化されたからといって、議会の決定なしに県から

の果樹公園購入交渉を行い、町が基本設計で示された案が決定さ

れたかのように公表するなど、議会軽視の振る舞いを許さないで

いただきたいと思います。さらに、果樹公園が廃止することに反

対する住民も多く、今回被災され大きな損害を受けた住民もいら

っしゃり、こうしたことを、町の今後の財政を危惧する住民も多

数います。こうした中で、議員の皆様には、責任の重さを十分ご

理解いただき、住民の意見を汲み取った判断をし、議会の地位の

重要性を示していただくことを切にお願いしたいと思います。 

陳情項目１、今回の豪雨災害の、表１のような件数データだけ

ではない、被災状況、問題点の総括と住民への公表。２、将来を

見通した町の持続可能なための早急な災害対策の取組みの審議、

必要概算経費の算定、捻出方法の明確化、表７に記載した「しお

風」が考える取組み例も参照してください。３、将来を見通した

町の持続可能都市のため、２の取組みや雨水利用やグリーンイン

フラ等、新しい視点を入れた町の治水対策からの新庁舎建設を含

むラディアン周辺行政機能等集約事業の検証と見直し、以上です。 

 

＜陳情者に対する質疑＞ 

委員長  はい。ありがとうございました。それでは、委員で質疑のある

方はどうぞ。はい。それでは松﨑委員。 

 

松﨑  ありがとうございました。最近私議員になって感じるのがです

ね、議員っていうのは、町民の負託を得て議席を得てるわけで、

当然そこにはね、民意が反映されてなければいけないというふ

うに思うんですけれども、「しお風」さん、ここに書かれている
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ことですね。むしろ私たちよりもね、民意に近いと思うんです

けれども、この「しお風」さんから見て、今の議会っていうの

は、本当にその民意を反映した議会になっていると、思われて

いないのではないとかと思うんですけれどもその辺ちょっとお

聞かせいただけますか。 

 

神保氏  多分、二宮町議会に限ってのことではないと思うんですが、や

はり今までやってきた慣例の中で、今これだけ時代が変わって

います。そして皆さん町民の方もいろいろな意見があるから、

取りまとめるのは難しいと思いますけれども、やはりそれを知

るには、実際に議員さんたちが現場に行って話を聞き取ること

がとても重要だし、それでさらに何て言うんすかね、町から発

表されたことに検証していくことがとても大事だと私は思って

いるんですね。そういった中で今回、３度目になるんですけど

この見直しのことを入れているのが。そういった中で、先ほど

も出てましたけど、できないとか、まずできないと思ったらも

うそれは不可能なんです。まずはそれができるかできないかわ

からないけど、とにかくその民意を汲み取って一生懸命検証し

たり、調査して、町に意見を言っていく、町に対して言ったこ

とを鵜呑みにしない、そういったことが民意を汲み取るってい

うことだと思いますそして、民意はさっきも言いましたように、

様々ですから「しお風」なんか少数意見じゃないって言われる

かもしれないですけど、そういったこともやはり、その少ない

から一人が言ってるだけだからということではなく、しっかり

考えていただくのが、やっぱり議会であり、やはり議会に所属

する一人一人、やはり、今 14 名いるのはそれぞれいろんな立場

の方がいらっしゃるという中で、やはりそれは、ぜひ考えてい

ただきたいところだなというふうに思っています。 

 

松﨑  民意をどう理解するかってのは、個々の議員というのは、おそ

らくね、町民のもとに赴いて、話を聞くのが議員の仕事だと私

は思ってんですけれども。神保さんはですね、その民意を集約

するために、民意を理解するためにどういった動きをして、そ

の結果こういうものができ上がったのかっていうのをちょっと

教えていただけますか。 

 

神保氏  二宮人口の割にね、今回 20 名近く取材したなんて本当に微々

たるものでそれで言っちゃっていいのっていう話も多分あるか

と思うんですけれども。私はやはり今回行った中で、土砂崩れ

の方はね、何人かの方が行っていらっしゃるのは聞いたんです

けれども、私が取材した溢水で、床下床上浸水した方や、それ

以外の土砂崩れのあった一色地区の土砂崩れとか、あと中里地

区なんかでも、そのあとに行かれたかもしれないんですけど私

が取材した後に行かれたかもしれないんですけど、議員さんが

来てくれなかったとか、なんかそういう話が多々聞かれたって

いうのはやはり、その辺民意を汲み取って、やはりいろんなこ
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とを判断するには、実際に被害、私も取材してわかったんです

けれども、私が想定した以上に大変だった、実際に被災された

方の体感っていうのは、相当もう、すごかったし、損害も、え

っと思うほど、いろんなことが駄目になったり、いろんな想定

もできない、本当にそういうことが起こっているんだっていう

ことを、やはり知っていただくのが大切だと思うので、ぜひね、

個々の議員さんはいろいろ考えがあるんですけどその意見をぶ

つけ合うことも大事なので、ぜひ議会として調査っていうか、

今回も陳情の項目に入れてますけれども、もちろん町に、それ

を促すっていうこともとても大事なんですがそれを促すために

は、議員さん一人一人が実際どうだったのかってすることがと

ても大切だと思うので、ぜひその辺を調査検証していただきた

いなというふうに思います。 

 

松﨑         今神保さん、20 名とおっしゃいました取材。それで 20 名を持

ってね、何かまだまだ足りないっていうなことをおっしゃって

たんですけれども、実は私も取材をしました。20 名ってすごい

大変だと思います。いろんな方がいる中で、20 名ってすごく大

変だと思います。その中で、私も取材してる中でね、まだまだ

議員がね、そういった実際被災者のもとに足を運んで直に話聞

くっていうのは、足りないんじゃないかなっていうことを私自

身もその被災者の声を直に聞く中で感じたんですけれども。そ

ういったことも今ちょっと触れてたと思うんですけれども、神

保さんから見てですね、私たち議員の、何て言うんすかね。ま

だまだできるんじゃないのっていうようなことがあると思うん

ですけれども、ちょっとそれについて厳しい指摘をお願いした

いんですけれども。 

 

神保氏        皆さんにお渡しした議員の皆さんに渡した陳情資料の表５を

見ていただくとわかるんですけれども、なんで緊急安全確保発

令が出るまで、災害対策本部が１回開かれただけでずっとない

のか、そして、表４見ていただくとこれ気象庁が出したものを

まとめたものなんですけれども、こうやって気象庁は、町のす

べき対応とか住民のとるべき、行動などを指針として、もっと

詳しく町の取る対応については書いてあったりするんですけれ

ども、ある中で、そういったことが行われなかったのはなぜな

のかっていうことを追求していただきたいなっていうふうに思

います。それと、先ほど言った実際に被災された方の体感、ぜ

ひやっていただきたいし、もともと何ていうんすかね、町の財

政が厳しいということで、災害後、弔慰金等が減額されていま

すけれども、そういったことも今後の中では見直しが必要なの

かなというふうに思っています。 

 

根岸         はい。まず、陳情項目ですね。２番。早急な災害対策の取組み

の審議と、概算の算定と、捻出方法の明確化というふうにござ

います。この災害対策というのは、具体的にはどのようなイメ
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ージを持っておられるかというのは、ご存じのように、地震と

いうところで、やっぱ庁舎移転が必要だということが長い間議

論されてあの場所に今のところ決まっております。いただいた

資料等々を見ますと、やっぱりそれは豪雨対策、災害に対する

ものということでここに書かれておられるのかなというふうに

理解しますがそれでよろしいのかどうか。それとあと、３番、

ラディアン周辺行政機能等集約事業の検証と見直しとあります。

これは建設自体の一旦中断というものを意味しておられるのか、

先ほど迅速に建設するのは、「しお風」様も、そこはそういうふ

うに思っているという言葉もありましたが、検証と見直しをし

ていると中断せざるをえないのかなというふうに、思います。

その辺り、どのような意味でここにこう書かれたのかというこ

とをお伺いいたします。以上です。 

 

神保氏        今、その豪雨対策でしか言ってないんではないかっていうお話

だったんですけれども、地震があったときも、実際に土砂崩れ

とか流木が、葛川の方に入ったりとか、それとやっぱり地震が

あったことで揺らされたことで、普段こうなんていうか、土地

が蓄えてたものが溢水するっていうことも、十分考えられるの

で、そういったことでは、今回のことをもう一度ちゃんと検証

して、考える二宮全体の治水対策っていうのは、豪雨だけじゃ

ありませんので、地震のときも治水ってとても大事だと思うの

で、そういったことを、今回は豪雨でしたけど地震のとき、想

定される大地震が来たら、本当になんていうか溢水、治水、そ

れはもう重要になると思いますので、決して豪雨対策について

だけのことで、陳情しているわけではありません。それから、

何ですか、その豪雨対策の中でも、ちょっと何ていうんですか

ね、他もそうなんですけど水っていうのは、出たらすぐ引くみ

たいにいつも答弁でもされているんですけど、決してそういう

ことではないし、水の流れってすごく怖くて、今回取材しても

わかるんですけど、いわゆる何ていうかぶつかったり障害にな

るものがあると、思わぬところにこう流れてしまって、思わぬ

被害も出るということがあるので、そういった中で、やっぱり

全体的にその治水っていうものを考えていくことが必要ではな

いかと私は思っています。それから、中断が必要ではないかっ

て言ってるんですが、今、今回もその予算のために何でしたっ

け、文化財発掘調査が盛られていますけれども、あそこっても

ともと遺跡がこちら側にも出たところなんで、そう簡単に多分

こうやって、ありませんでしたで終わらないんじゃないかなっ

て私は思っているんですね。そういった中で、実際にそこでや

ったときに、迅速なのかなって思っているし、変な話ですけど、

真剣に考えて、みんなで取り組めば、そんなに、何て言うんで

すかね。よく、何ですか何とかの法則ってよく言うんですけど、

時間って区切ってここまでにこれをやらなければいけないって

決まれば短い中でもできるし、それがない中でやるとなるとど

んどんどんどんずれ込んで長くなっちゃうっていう理論がある
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ぐらいですので、そういったことで私は、中断っていうか、そ

こで真剣にもう一度考えるっていうのは、そんなに、長い期間

を要さなくても大丈夫ではないか、文化財の調査に入って、実

際にどうなるのかなって、また長くなってしまうんじゃないの

かなっていう危惧もある中で、私はそうは考えていません。そ

れと、やはり雨だけじゃなく地震でも先ほどのように、溢水、

葛川の溢水は考えられることですので、そういった中で、実際

に今回もそうですが、西側に住んでいる葛川の反対側の西側で

も本当に住宅地が張りついている中でどうしていくかっていう

のはもう近々に考えなければいけないで、さっきの話じゃない

けどそれこそ、それは近々に考えて実行して、でき上がるまで

はすごい長い年月がかかります。ですから、やっぱりその辺を

しっかり考えて今回のことがここで本当にいいのかどうか、果

樹公園でいいのかどうかっていうのは、考えていただきたいな

と私は思っています。 

 

根岸         そうすると、治水がすごく大事だなあというのは、前から言わ

れていたにもかかわらず、やっぱり今回のことで、また、より

一層を強く思わざるをえないという状況にはあると思います。

で、今のお話ですと、その対応、対策がきちんと示されない限

りは、やはり果樹公園という場所に決定するかどうかをストッ

プするべきだというお話に聞こえましたけれども、中断とはお

っしゃってはいないにしても、決まらない限りはやはり果樹公

園のところをストップして、そこを検証しなければいけないと、

いうふうなお話かと思いました。それと、違うということにな

りますか、ちょっともう一度その理解を、教えていただけます

でしょうか。 

 

神保氏        議員の皆さんが、本当にそういった、今私が指摘したことたこ

とを、想定して、きちんと考えられて、こうだから神保さん安

心であそこ大丈夫なんだよと、説明してくださったり、町の方

もそれを説明してくださるんだったら、それで、そうなんだそ

ういうことだったんだって、思えればいいんですけど、今まで

にそういったことがないんですね。検証は不可能だとかこんな

ことはできないとか、そういうことではとても納得ができない

んです。住民の人たちもやはりそうだと思いますし、私今回も

書いたんですけど、やはり葛川整備を今までしてきた中で、県

って、わからないですよ想定で違うって言われちゃうかもしれ

ないんですけど、やっぱりあそこ果樹公園にしてた、守ってい

たっていうのは、やはり防災、葛川のことも含めて、田代川と

合流している。あそこはどうしても被害が起こってしまうとこ

ろだという、ある程度の中で減災していこうっていう中で、果

樹公園になって、防災、減災を行ってきたのかなっていうこと

を感じています。昔の、先ほどちょっと指摘したのかなんです

けど、治水対策の中でやっぱり葛川は昔大きく蛇行してたし、

昔はあの辺、いや、何ていうんですかね、ＪＲの南側も、皆さ
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んなんていう水田地帯だったんですよね。だから、いわゆる災

害が起こっても水が水田に入り、ある程度被害が、それ抑えら

れた、いわゆる住民に対する、特に命の心配はなかったと思う

んですね。そういったことも含めて、きちんと今本当に、西側

の方たちあんな直近に家が建ってしまったことで、皆さん被害

者、自分がこんなところに建てちゃったから悪いのかなってお

っしゃるけど、やはりそれって、ちゃんとした視点を持って、

都市計画をしていく中で、行政が対応していけば、そこに、ど

うにかなったと思うし、また止水板などを本当に今までも水害

があったので考えていただければ、そんなことはありえなかっ

たと思うので、その辺を十分に想定した中で、実際に庁舎建設

とラディアンのあの辺一帯を整備するところにお金を使うこと

で、本当にこれからそういった治水対策をするための費用、ま

だ今後学校と施設とか、実際にこの今あるところを解体する、

ここを解体するとか、様々な費用が明らかにならない中で、ま

たラディアンについても、年間幾ら赤字を出してるんですか。

ああいったところで、実際に、今後こういうふうにやるから回

収できるんです。先ほどＹｏｕＴｕｂｅも危惧される中で、いや、そ

こでお金稼ぐことだってできるんですよって、請願者の方が言

ったみたいに、こういうことをするから、お金は収入を、建て

ることで、今回やることで、収入が得られるんです。だから安

心してくださいっていう言葉があれば、そうなのかって考えら

れるんですけど、これから本当に人口減するし、これから多分

災害はたびたび起こると思います。そういったことで中でどう

していくのか。今回も本当に皆さん個人の方もそうだし、実際

にここのお店をやっている企業の方たちにもインタビューしま

した、何だっけデニーズとか、何トヨタ、トヨペット、そうい

った中でお話聞いてくとやはりすごい大きな被害額だったし、

対応するのも驚きだったし、もっと情報が欲しかったっていう

お話、特に何ていうんですかね、皆さん、地元の方じゃないし、

新築しているおうちの方たちも、どうしてそういう情報を、み

んなだから近くの方は知ってる方は嵩上げして家を建て直して

たと、じゃあ、新築する人にどうしてそういう情報がなかった

のとか、いろいろ聞きましたので、そういったことも含めて、

やっぱり情報提供の大切さがとても重要だと思うんですね。そ

ういったことが実際にちゃんときちんとできるには、やはりそ

ういう体制を作らなきゃいけないと思うんで、そういったこと

も含めて、その建物ができたから安心ということにはならない

んで、それもやって大丈夫ですよ、ちゃんとこうやってやって

こういうふうにも考え、先ほどももう実際に次建てたら、Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅでやるつもりでやってるんですよとか、様々なことが必要

だと思うし、建物をあそこに建てたときにやっぱり、土地の治

水機能ってすごくあって、建物が建ってしまうと今まで雨水で

土地に、土に、土壌に吸収されて保つ機能があったものがなく

なってしまって、建物ができると建物から落ちて、そこに一時

的に多くの水が集中してそれが、何ていうんですか、雨水とな
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って、川に排出されてることが起こるんですけれども、そうい

ったことも十分に考えてやってるんですから神保さんそんな心

配いりませんよって言ってくださるんだったら安心するし、そ

ういったことも含めてお願いしたいし、この次の陳情の中でも

あるけれども、二宮って本当にグリーンインフラでも言ってま

したけど、そこの土地がどんな土地なのか、歴史としてどんな

ことがあったかっていうのはとっても大事にしていかないとこ

れからの、減災ができないっていうお話をされてましたけれど

も、そういったことを十分周知して、果樹公園を選択したのか

っていうこともお話を伺いたいと、説明を伺いたいなと思って

います。 

 

根岸         ちょっといろんな思いが、ちょっと私も桜美園時代の過去の思

いも今ちょっと出てきたりあったんですけどすいません、それ

は余談で、あのあたりの土地は、昔の水害の方が、やっぱり死

者の方もおられたりして、それでもういろいろな最近になって、

治水を考えなければいけない状況ということではない、やっぱ

り歴史的な背景というのはあるとは思います。今があって、私

は治水、新庁舎建設、総務の方でもですね、そんなお声も、こ

の間の大雨もあったりなんかして、総務の提言でも防災治水対

策をして欲しいということを盛り込ませていただいきましたし、

それからまた治水とは別にその河川流域でどうするかとか、県

や国との協力関係も大事でしょうし、そういった中で、庁舎と

はまた別に、別にというか、庁舎は庁舎でやるべきことはやる、

治水に対してのね、とはまたそれだけでは済まない、整備計画

だけでは済まない治水の部分をきちんとやっていくべきことと

いうことで、庁舎とはまた別にそちらの方の事業も進めていか

なければならないと思ってます。で、要はですね、この庁舎の

ことを進めながら、今までも検証を繰り返していきながら、今

の形になってます。なので、庁舎のことを進めながら、「しお風」

さんの思いを汲み取るような内容も、見直しをその中で、やは

り意見交換をしていこうというような取組みでは、何て言うか

な。許せないというかそれでは駄目だという話になるのか、ち

ょっと、要するにストップするのかしないのかという辺りをね、

私としては、この 12 月にも控えているものもありますので、ち

ょっとその辺りをもう一度確認をさせていただきたいんですけ

れども。 

 

神保氏        何て言うのかな、やはりそれぞれの考え方の違いはあると思う

んですが、私がこう見ている中では先ほども申しましたように、

十分に実際に「しお風」の何ていうか、今まで否決、不採択に

なった理由には、検証は不可能とか実際に書いてお答えをいた

だいてますので、実際に検証されたのかなっていうのを今検証

してきたっておっしゃってたけど、私はそうは思わない、不十

分だと思います。それとやっぱり、何て言うのかな、自然の脅

威っていうのは、本当に、今回も取材して、もうびっくりしち
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ゃったんですけど、泥水っていうのは、思わぬことを起こすと

いうことが、皆さんなんか川の流れがただ速くなって、いわゆ

る道路が川の流れのようになってるっていうことではないんで

すよね。そういったことも十分承知をしていただきたいし、そ

ういった中であれだけの何ていうんですかね、果樹公園のよう

なところに建物を建て、駐車場を作り、そういった中でどれだ

けそこの土地が持っている治水機能が失われるのかっていうの

は、非常に心配してるところです。確か渡辺議員もそういった

ことからで、植樹とか外構をどうするのかって質問があったけ

どその時の答弁でも、その辺のことはちょっとわからなかった

ので、今後の中で、実際どうしていくのかなって思いますし、

非常に心配しているところです。それと、普段の幾らハード施

設ができていても、ソフト面がきちんとできてなければハード

は機能しません。そういった中で今回すごく危惧したのは、何

でいきなり、これ表を見ていただくと、非常に洪水、大雨警報

から始まり、この土砂災害警戒情報、洪水警報、大雨警報、土

砂災害、浸水害出ているこの流れが、本当に気象庁は考えてこ

ういうふうに自然って動くからこうやっていくんだなっていう

のがわかったし、実際に体感した人たちのお話も聞いてると、

そういうことだったのかっていうのと、かなり合致する部分が、

あるんですけれども、そういう中で一旦、雨が、１日の１時間

雨量が弱まったからなのかどうなのかはわかりませんけれども、

なぜ、本当に第１回災害対策本部から、実際に開かれないで、

実際に緊急安全確保ってどこで話し合われて決まったことかも

わからず、そういった体制で、庁舎が建つことを非常に危惧し

ています。それと、さっきも言ったように私が考える治水対策

ってかなりやっぱり、時間もかかるし、それなりのやっぱり人

員体制も必要だと思うので、そういった中で、ここで庁舎に注

力してお金も出て行き労力も出ていった中で、実際二宮町、そ

れをやる余力があるのかっていうのが非常に心配です。その辺

をしっかり、議会の議員の皆様は受けとめていただきたいなっ

て思っています。 

 

野地         はい。ありがとうございます。治水の対策は、14 人全議員が

ね、求めているもので、早急に進めなさいという考えに違いは

ございません。質問になります。地震なんですけどね。６から

７、直近で、70、80 というのが５つも６つもあります。ご存じ

のよう二宮町の周りには断層が幾つもあります。という中で、

地震を特に私は気にしているんですが、現在の災害対策本部、

この庁舎での災害対策本部の動きとかね。どういう形で今やっ

てるのとか、ご存じかなと思ってます。それで、今のここの庁

舎の災害対策本部の設置から、運用まで考えて、いざその地震

が起こったときに、町民の生命守れると思ってますかという質

問になります。要するに現状把握されてるかなってのは今非常

に心配なんですけど、災害対策本部に対してのご意見をくださ

い。 
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神保氏        大変失礼だと思うんですけども今回、災害対策本部でどうなっ

てるのかなと思って条例とか調べたんですけど、なかなかどう

動いてるのかって、議事録も請求したけど、請求とか言ったけ

ど、無理みたいだったんで、そういったことで、どうなってい

るのか私は知りえません。ただ、この表面的に出た発令の見て

いてこれでいいのかなっていうのは、誰もが感じることだと思

います。そういった言ってるようにソフトとハードって違うし、

ごめんなさいね治水対策早急に進めなければならないってのは

誰も持ってると思います。だけど、治水対策、根本的に、国な

んかも今、いろんなこと考えてますけれども、それってやっぱ

り時間がかかるし、労力もかかることなんで、そういった中で、

実際にここでお金と労力を使うことで、大丈夫なのかなって私

は危惧しています。例えば、治水対策なんか国、国の何かあれ

でちょっと読んだんですけれども、それなんかだと考えてるの

は今空き家がすごく多い中で、空き家対策も含めて、実際に移

動させるとか、そういう危ないところはそういうことも考えて

るんですね。でもそこまで踏み込んだときに、じゃあ、それだ

けの労力、それから、費用をかけられるのか、実際に今本当に

住宅が西側はりついてる中では考えなきゃいけないことなんで、

早く早急に進めてくださいじゃなくて具体例として何やるか。

ここの取組み、例でもそうなんですけれども、すごく今回も思

いましたけど町は、議員さんたちも自助が大事だっていうのを

すごく訴えてますよね。でも自助に必要な情報が、今回、私は

得られなかったと思うんですね。そういったことも整備しなき

ゃいけないし、はい。それとやはり今の中で実際に職員の方は

すごく話も聞いて、どれだけ大変だったかっていうのも聞いて

おります。でもそうやって一部の職員の方たちが非常に苦労し

てるだけでは、とてもこれから対応をできなくて、本当に住民

も巻き込んで、そこにある企業も巻き込んでやっていかない限

り難しいんだろうなと思うので、そういった部分で、今後どう

していくのか、非常に検討を、ただ、早急にやってね、はいわ

かりましたじゃなくて、もう少し踏み込んだ中でやっていかな

いと、早急には進められないんではないかと私は思っています。 

 

野地         災害対策部門の中の言葉っていうのはなかなかわかりにくい

と思います。では災害対策本部図上訓練をやりますけども、見

学されたことあります。中で、誰がどう動いてるかっていうの

を私は見て欲しい。とてもじゃないけどって思うんですけど、

それはご覧なったことありますか。 

 

神保氏        はい。お話したんですけど私は庁舎建設皆さん誤解されてるん

ですけど反対してるっていうふうに思われてるんだけどそれに

は賛成なんです。それも迅速にやらなければいけないというこ

とも十分に、知っているんですが、今の状態でやっていって、

実際にそれが私が考えて、「しお風」が考えている取組みなども
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含めて、実際に、進んでいくのかっていうことに対して、今回

これに本当に注力しちゃったときに、大丈夫なのかなっていう

危惧が非常に強いもんですから、としています。それと、地震

については、やはり普段からのそういったことで、全く人が亡

くなることがなかったりとかいうことはありえないかもしれま

せんけど、やはり減災できるところは減災できるし、被害を少

なくすることって、できると思いますね。それと。 

 

小笠原        委員長。質問にちゃんと的確に答えてもらうよう言ってくださ

い。 

 

委員長        はい、神保様。今図上訓練に対して、委員が質問しましたので、

図上訓練を見学したことがあるかどうかっていうことでお願い

いたします。 

 

神保氏        ごめんなさい、小笠原さん。そんなに詰めないで。図上訓練で

すが、すいません、ちょっと情報を得てなくて、見に行けませ

んでした。実際に、ちょっと議員さんにとか、町の方に確認し

たいんですけれども、図上訓練を実際に見に行った人とか、ど

ういう人たちが行ってどういうふうに周知してやっているのか

なってちょっと思ったんですけど。 

 

委員長        陳情者に対してちょっと確認しときます。質問はできませんの

で申し訳ない。ご理解をお願いいたします。はい。野地委員 

 

野地         はいありがとうございます。あのね陳情項目の３つ目を行った

場合に、さらに遅れます。どう考えても遅れます。その遅れた

分がやはり大きな地震のね、確率が高くなる、その分は。とい

うことは町民の生命も危うくなるっていうのを心配するわけな

んだけど。それでも仕方ないと。大きな地震が来たその時とき

はその時、もうここでできる範囲やってくださいよっていう思

い、お考えでいらっしゃいますか、っていう質問です。 

 

神保氏        そうは言っていないし、その辺のことも含めて、きちんと納得

できるような、お話を伺えたらなって思うんですけど。なかな

か私が理解不足なのかもしれませんが、わからない状況です。

現庁舎についても、一応昔建築家の人に一緒に見てもらったり

して、とってもその耐震上無理だということは、ここ何ていう

か改修してやることはもう、もう抜本的に無理でしょうという

話は聞いて自分もそう思っていますので、それは考えていない

んです。ただ、心配なのは、早くやんなきゃいけない、早くや

らなきゃいけないって焦ることで、いろんな視点を踏まえて、

議論が十分、今回して欲しいなっていうことで、これを出して

おります。 

 

委員長        はい。他の委員で、このまま進めさせていただきます。はい。
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大沼副委員長。 

 

副委員長       はい。ちょっと２点、お伺いします。この資料、ものすごく詳

細に調べられてるんですけども、これ調べるのに相当時間がか

かったんじゃないかと思うんです。そのあたりのところ、実際

どうだったのかというところをちょっと伺いたい。あと、これ

調べていく中で、この映像の中でも、画像ですか、画像の中で

も、かなり浸水の浸水深っていうんすかね、それが深い、そう

いう画像もあったりするんですけども、実際にこの調査されて

る中で、町民の人命に関わるような危険性がどの程度感じられ

たかっていうところ、なかなか数値では難しいんですけど、ど

の程度のその脅威感というものがあったかをお伺いしたいと思

います。 

 

神保氏        調べたのはやっぱり期間的には結構かかったんですけれども

それと初めは、躊躇した部分もあったんですね、人が被害に遭

ったことを取材に行くことに対して、受け入れられるのかって

いうのがあったんで、ちょっとその調べに行く時間がかなり経

過してから伺って、その時に私が直に言って難しいかなと思う

のはその人をよく知ってる人を通してお願いに行ったりして、

大体の方がお話をいいですよということで、受け入れてくださ

ったので、聞くことができたっていう状況です。それと、中に

は、自分のこの被害の状況、それとその恐怖を皆さんに伝えて

欲しいから、ぜひ「しお風」で書いてくださいって言われた方

も何人かいらっしゃいました。そういったことで、今回すごく

この「しお風」書くにあたっても、非常に何て言うのかな、何

回も何回も書き直したりとか調査するのも、ちゃんとしなきゃ

いけないなと思って整合をどうやって合わせていくかっていう

のも調べながら、やって、取材した後、実際に「しお風」がで

きたところで、皆さんにこの画像載せてもいいですか、いただ

いたものもありましたので、いいですかとか言って確認して、

快く了承していただきましたし、話を聞いてもらって、非常に

うれしかったって、町から来る職員の方たちって、表面的なな

んていうかデータ的なことしか聞かなくて、実際にその方たち

がどういうふうなことが起こってどんなに恐怖心を味わったっ

ていうことが、なかなか聞いていただけなかった。それと、今

回もそうなんですけど、個人では、相手が大きな民間企業であ

ったりとか、そういったところに話ができない。そういうこと

で町にどうにかして欲しいって言っても、相手が民間ですから、

町は何もできませんっていうお話だったって言うんですね。そ

れで自治会が動いてくださって、どうにかできたっていう話も

ありますけど、皆さんそういうふうに、大変話を聞いてもらっ

て嬉しい、どんなに大変だったか苦しかったか、聞いて欲しか

ったっていうふうな感じでした。それから、人命のことなんで

すけれども、実際にこの画像で、言うと、画像５ですね、これ

ってここのところが、物置小屋なんですけれども、ここに、ぶ
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つかってもう見事、何て言うのかと、そこにあった位置から動

いて、もうめちゃくちゃになってるんですけども、その時、ち

ょうどここに住んでられた方の話を伺うとやっぱり心配になっ

て、外を見に行ったそうなんですね。本当に本当に一歩違えば、

その倒木が自分を襲うし、倒木がたまたま斜めに入ったから家

を直撃しないで、済んだけれども、ここもやっぱり高齢者の世

帯で、ご主人はもう歩けない状況だったそうなんで、本当にも

しこれが直撃したりとか、またはその道にその方奥様が外に出

てみたときに、もう本当に土砂を全部かぶったんですけど、本

当に本当に一瞬で直撃されてたかもしれないっていう恐怖心。

で帰って２人で、もう怖い怖いどうしようって感じで、家の中

で縮こまってたっていう話でしたので、そういった本当に違う

ところもありますし、あと、葛川の溢水の中でも、高齢者を抱

えている方たちが、もうどんどん水が入ってくる中で、畳は浮

いちゃって歩けない状態になってしまったのをどうにか家族で、

この寝ている高齢者の方をどうにかやっとよろよろと２階に運

ぶことができて、命が助かったけど、これが運び切れなかった

ら、多分おばあちゃんは、命が駄目だったかもしれないとか、

そういう話もされてたし、何ていうんですかね。本当に自分が

想像する以上に、非常に、何て言うの、水の力って恐ろしいほ

どの、その何ていうんすかね、床下何センチじゃない、床上何

センチっていう問題じゃなくて、本当に怖い、全く歩けないっ

て言ってました。畳が上がっちゃって、それで、結局おばあち

ゃんを２階に上げるために、１階にあった大切なものっていう

か、重要なものとか、そういうのを全く動かせない状況だった

のでほとんどのものが、ゴミになってしまったっていうことで

非常に大変だったっていうお話は伺いました。 

 

委員長        はい。他にございませんか。はい。それでは、これにて質疑を

終了いたします。ここで執行者側の委員の参考質疑がありまし

たらどうぞ。はい。根岸委員。 

 

根岸         もう時間が時間でして、陳情者の方で傍聴者の方も来ていただ

いてる中、申し訳ないですけれども、ここで一旦お昼休憩をと

っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

委員長        休憩とるとなると、１時間ほどかかる。皆様、それではここで

暫時休憩といたします。皆様のご意見お伺いいたします。お諮

りします。よろしいですか。それでは休憩の後の再開は、午後

１時 40 分からとします。よろしくお願いいたします。 

 

休憩 12 時 35 分 

再開 13 時 40 分 

 

＜執行者側への参考質疑＞ 

委員長        はい。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。先にお知ら
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せいたします。この後傍聴議員の発言なんですが、本日大変時

間が押しておりますので、大変申し訳ございませんが、省略と

させていただきたいと思います。ご了承ください。これより執

行者側への委員の参考質疑がありましたらどうぞ。はい。渡辺

委員。 

 

渡辺   はい。一点、確認をしたいんですけども、もともと、法務局横

に計画されていて、今の計画では、果樹公園のところに庁舎を

整備すると。その間、途中では何か二つ両論併記みたいな時期

もあったと思うんですが、最終的にその現状、現提案に至って

る経緯についてね、ちょっと私も不確かな部分がありますので、

その辺をちょっと教えていただければと思います。お願いしま

す。 

 

施設再編課長  はい。渡辺議員のおっしゃる通りですね、当初の計画において

は、町営第１駐車場、法務局の横で計画をしておりました。そ

もそも当初から平成 29 年度の整備手法調査の頃から、やはりス

ピード感を持って整備しなければいけないということで、町有

地である、かつ一定の面積があるということで、ラディアン周

辺の中の第１駐車場ということで選定しておりました。その中

で、浸水洪水区域の話になりまして、当時は、途中で県のマッ

プの改定もありましたけれども、最終的に千年に一度の洪水浸

水想定が来ると、やはり浸水する可能性がゼロではないと確率

が低いとはいえ、97 センチですかね、千年に一度の確率で 97

センチ浸水する可能性があるということが非常に大きな議論の

焦点となっておりました。 

その後、令和２年度に町民アンケート、一般公募 1000 人を対

象にしたアンケートを実施して、それによって公募によるワーク

ショップの参加者を募って、募集による参加者の方もいらっしゃ

いましたけども、その中で様々な議論があって、専門家のお話も

聞いて、その結果をまとめとしてシンポジウムということで実施

いたしました。結論としましては、この新庁舎の建設に設計に入

る前に、新庁舎駅周辺公共施設再編計画の中でまとめております

けれども、それぞれの第１駐車場と果樹公園を比較した中で、ど

ちらが良いかという評価をしております。シンポジウムの結論ワ

ークショップの結論としては、もちろん様々な意見があったんで

すけれども、やはりラディアン周辺に公共施設を集約することは

町民の利益になるという理解でおります。様々な意見はございま

すけれども、なぜなら、バリアフリーで駅からも近くて、駐車場

も十分確保できて、あらゆる場所からアクセスしやすいと、誰か

らも認知されている、また緊急輸送路にも接しているという様々

なメリットがあるねということで、理解をされています。ただし、

当時からやはり洪水浸水想定区域であるということは、当然お示

ししておりましたし、今回のリスクもきちんとご説明して当初か

らですけどね、令和元年当初からご説明しておりますけれども、

それは、何ら変わるものではありませんので、たびたび議論にも
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なっておりますけれども、やはり町としては、想定していた内容

で、今回の想定の範囲内って言い方ちょっとあれですけれども、

やはりある程度被害が出ておりますので、ただ、当初の計画とし

ては織り込んでいたという部分ではございます。結論的には、果

樹公園を取得してでもこの計画の中では、少し高台であって、庁

舎の敷地自体は浸水しない。ただし周りが浸水するということは、

当時も記載しておりますけれども、その中で、例えば、周りに住

んでる方も、一時的に身を寄せたり、避難をできるような場所、

安全のお裾分けという言い方は当時東京大学の加藤先生もおっ

しゃってましたけれども、そういった場所であるということも踏

まえて、果樹公園を選択したということで、町は考えております。

以上です。 

 

渡辺  はい。今それでご説明の中で、洪水浸水区域が、この周りにね、

あるというハザードマップからのお話はあったと思うんですが、

今回いろいろ言われてるのは、庁舎を建てることによって、治

水に対する影響とか、そういうのがあるんじゃないかという心

配だと思うんですけど、その辺の論議っていうのは、どの程度

されてたんでしょうか。 

 

施設再編課長  はい。具体的には、その議論の中では詳細はなされていなかっ

たと思います。ただ当然開発する中の建設するにあたって、敷

地の造成であったり道路を引いたり、新たな下水道引いたりっ

ていう、公共施設の整備が伴いますので、開発するにあたって

は、従前よりも、悪化させることがないよう、配慮した設計を

今回、基本設計の中ですね、河川ですね、流出先に負荷を与え

ないような設計に配慮はしております。以上です。 

 

善波  防災課の方に今お聞きしますけど、陳情内容の、中ほどにあり

ます１から８までの項目、これについて、今後の対応策なり、

検証、検討をしたかどうか。項目別に進んでるところまで報告

してください。 

 

防災担当参事  はい。今回、被災をされた方が多く出てしまったということで

我々の方の情報の発信ですとか、あと人員の体制等々について、

見直しをさせていただいたというような経過がございます。こ

の順番通りっていうことは、難しいんですけども、まず今回前

の日から警報が出て、土砂災害警戒情報等出ましたので、レベ

ル４の避難指示相当のですね、出させていただいたところなん

ですけども、朝方急激な雨が降ってしまったという中で、そう

いった情報、住民への情報が、伝達が適宜な時間帯に出せなか

ったというご意見を、多数いただいてるというようなところで、

そこについて今後、対応していきたいという中で、何度か、そ

のあとに、雨が降った経過があるんですけども、その中で今ま

でエリアメールですとか、そういったエリアメールにつきまし

ては、避難指示等を使うようなものなんですけども、浸水がで
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すね葛川の増水等についても、そういったものを使っていこう

というようなことも検討させていただいて実際に使わせていた

だきました。また今回人員が非常に朝方体制が少なかったとい

うような状況がございまして、混乱を招いた。特に、葛川が溢

れる前から、多くの町民の方から電話等が逼迫したというよう

なこともございましたので、その辺も含めて、今人員の方、体

制整備について調整をして進めていきたいというふうに考えて

いるところであります。以上です。 

 

善波  今のようなことは、防災課の方で共通認識で、対応策を考えて

るってことで理解してよろしいですね。 

 

防災担当参事  はい。防災のほうで調整をして、職員の方にも調整して、今後

進めていきたいというふうに考えているところです。 

 

根岸  ちょっと担当課がどうなのかわかんないんですけど、治水が大

事だというお話が陳情の中からもあります。流域協議会、流域

の方での協議会始まって話を始めてるということですが、その

あたりの議論はどうなってるかわかる範疇で教えていただくこ

とが可能でしょうか。それとですねやっぱり治水対策を別途、

きちんとやっていかなく、きちんとやっていく必要があると思

う中での、その治水対策への考えは、防災の方ででもお答えし

ていただける範疇で、ちょっと考えとして共有しているものが

あればね、町の中で共有しているものがあればお聞かせくださ

い。あと、この「しお風」さんにも載っている３ページのこの

表の中にもいきなり緊急安全確保ですかって住民は避難も準備

できませんでしたと。で、今の善波委員の質問の中でも、なん

かちょっとありましたよね。適宜な情報は出せなかったという

ふうなお答えがありました。実際には、やはりちょっとこのレ

ベル４の発信、緊急安全確保が遅れたんではないかという、町

としてはそういう認識になっているのか。その前はどういう状

況だったのか。ということ。で、緊急安全確保警報ですね、警

報というかその連絡発信のときには、具体的にはどんなことが

事前に行われながら、ここに至っているのかを。はい。以上で

す。 

 

政策部長  初めに、治水の関係なんですが、神奈川県、二宮町、あと、中

井町、秦野市もあったかな。そういった広域で検討していかな

ければいけないから今後そういった体制を作っていきましょう

というお話は聞いておりますが、現在どういった動きをしてい

るかというところまで、我々は承知をしておりません。また治

水についても、町でどこまでやるのか県がどこまでやるのかと

いう部分で、基本的にはその県の仕事ということになろうかと

思うんですが、広域の協議会の中で、今後検討が進むのではな

いかなというふうに、ちょっとこれ以上は情報を持ち合わせて

おりません。 
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防災担当参事     はい。それではレベル５について、遅かったんじゃないかとい

うようなお話をいただきました。まず、土砂災害警戒情報って

の前日に出ていまして、これがレベル４の避難指示相当の内容

になってますんで、町の方は、避難所を開設して、葛川沿いの

方ですとか、土砂災害に近い方に、避難をし、必要な方は避難

をしていただくということで、地域の集会所についてまずは開

設をさしていただきました。その後、洪水警報という形で夜中

12 時近く出たんですけども、このときは 30 ミリぐらいの雨で

したので、夜中に避難をしていただくっていうこと非常に危険

な場合もございますので、このときは様子を見て雨の方も落ち

着いたというような形がありました。朝方４時から５時ぐらい

から、特に６時半から大きな雨が降りましたけども、その中で

レベル５を出した経過につきましては、もう溢れていた状態が

ございましたので避難をしていただくとか、そういった状況で

はなかったんで、とりあえず、住民の方に身の安全を守ってい

ただく、例えば１階の方は２階に行っていただくですとか、土

砂に近い方は土砂から離れて部屋に行っていただくというよう

なことを願って警戒レベル５というような緊急安全確保を出さ

せていただきました。これを出させていただくにあたっては、

町長と、調整、事前調整して発信をするというような形で、や

らせていただきました。ですからその前に、やはり葛川が増水

しているというようなことが、多くの住民の方からご意見いた

だいてますので、そういったことを、今後、できるような体制

を、進めていきたいなというふうに考えているところです。 

 

根岸         やっぱりその場でわかる発信というのが、住民の方からもね、

ホームページ見ろって言ったってわからないよとか、いうお話

もあったりしてやっぱりその場でわかる発信というのが、いか

に大事かということがあったかと思います。避難された方は避

難したという状況もあったようですけれども、何かこうその準

備から、何ていうの水を止めるために人手もいて、そういうと

ころの準備からもね、人が入るとか、具体的には、やっぱり発

信の仕方と、あと、事前の現場への入り方ですね。そのことに

ついて、具体的対策としては、もうすでに用意ができてるよと、

いうことで、よろしいんでしょうか。というのが一つ。あとで

すね、何か治水対策なんですが、やっぱり日本全国浸水をして

るところってのがあって、結構５年 10 年スパンかもしれません

けれどもロードマップ作ってるような自治体も結構あると思い

ます。あとそういうこともちゃんと見せていくっていうのが大

事だと思いますが、それについては、住民に示していくという

ところが大事だと思うんです。町がこういうね、考えてますっ

ていうこと。それについてはどのように、防災の方ではお考え

になりますでしょうか。 

 

防災担当参事     はい。それでは最初の方の現在行っている対応ということでお
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話させていただければと思うんですけども。実は８月 30 日の翌

日、８月 31 日の土曜日の夕方も、非常に大きな雨が降ってです

ね、葛川が増水をしたというようなことがございました。この

ときには防災無線で連呼するような形で、住民の方にお知らせ

をさしていただいたんですけども、溢水には至らなかったんで

すけども、やはり防災無線聞きづらいよっていうご意見もその

後も、いただいたりしました。10 月から公式 LINE っていうの

が始まりまして、これは登録していただければポップアップで

防災無線の内容が、確認できるというようなこともございまし

たので、こういったことを 10 月以降は周知をさせていただいて

おります。また各市町村が防災の担当者が集まる会議があるん

ですけども、その際にも、各市町村の河川増水の取組みという

ようなことで確認をさしていただいたんですけども、実際に避

難指示だけじゃなくて、小田原市なんかは、河川が増水したと

きも、エリアメールを使っているというようなことがございま

したので、11 月２日土曜日夕方に、やはり大きな雨が降りまし

て、溢水するような状況だったんですけども、この際は、エリ

アメールを増水のエリアメール初めて使わせていただきまして、

その時職員が監視にも行ってたんですけども、多くの方が、エ

リアメールを発信した後に、川の状況を確認したりですとか、

もしくは車を移動されてるというような姿があったというよう

なことがありますんで、今後も様々なツールを使いながら、必

要な方に情報が届くような形でやっていきたいなというふうに

考えております。もう一つの治水の関係なんですけども、防災

の方の立場でということなんですけども、治水の方は細かく関

わってない部分がありますので、その辺は今回はご回答を控え

させていただければと思います。 

 

根岸         ツールも大事だし、より広くというところでよくメールとかっ

ていうことが言われます。それはそれで大事だと思います。実

際には、人が出ていって、声をかける、という作業である。人

手を介して、予防策的に、場所に入っていくというのは、事前

には実際には難しいということになるんでしょうか。 

 

防災担当参事     はい。人がという広報無線、車両、広報車両を使って、過去は

葛川沿いの方々に赤灯とか回しながら、増水してますよという

ようなことで行っていました。今回も同じように消防の方に依

頼をして、広報無線で葛川の増水について周知をしていただこ

うと思ってたんですけれども、本当に急激な雨が来てしまって、

消防車両も沿岸まで行ったんですけども、もう半分ぐらいすぐ

に埋まってしまうというような状況があって、その作業は今回

はできなかったというなことがあります。様々なツールも含め

て、やはり過去の災害を見てみますと、やっぱり隣近所の方の

声掛けっていうのが非常に、避難ですとかそういった早めの対

応に繋がったということもございますので、我々防災のソフト

対策で地域の自主防災とか関わってますので、ちょっとそんな
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こともですね今後周知しながら、各地域、それぞれリスクは違

うかと思うんですけども、そういったものの把握、また対応に

ついて、役場の方も含めてやっていきたいなというふうに考え

ております。以上です。 

 

松﨑         はい。陳情項目の維持関連になろうかと思うんですけれども、

葛川の豪雨災害の問題をめぐっては、ソフトとハードに分けて

ですね、ハードに関してはこれやはり二級河川ということで、

県が主体となって動くのはそれはその通りなんですけれども、

ソフト面に関してですね、特に注意喚起等々ですねこれはもう

町が主体となって、もう幾らでもやることがある、どんどんや

らなきゃいけないっていう状況だと思うんですけれども今回で

すね、重複しちゃうんですけれども先ほどから善波議員も根岸

議員も質問されてた内容と重複するんですけれども、やはりそ

の辺が不十分だったっていう現実はあるわけなんですよ。そう

した中でですね、やっぱりその被災者の立場からするとね、全

然顔が見えない。しかもこれだけ経っても、おそらくここにそ

の陳情項目として書いてあるってことは、ソフトとしての注意

喚起が不十分だったっていうことをですね、被災者に対して、

何ら説明してないのではないかなと思うんですけれども、本来

はね、もう可能な限り、やはり被災者のところに出向いてです

ねそういった説明もすべきだと思うんですけれども、そういっ

たことはされているんでしょうかね。 

 

防災担当参事     はい。被災された方の罹災証明等も含めて、担当課のほうは行

ってますし、私もちょっと時間経ってしまったんですけども町

長と一軒一軒回らしていただいて、一応いろいろご意見、承っ

たというな形でございます。今後も、被災者、被災されないこ

とがいいんですけども、今後もしそういったことがあった場合

には、やはりそういったチームも作って早急に対応していくっ

ていうことが必要だなというふうには感じておりますので、そ

ういった対応を含め、今後検討していきたいなというふうに考

えております。 

 

副委員長       この陳情の内容に対してご列席されてるんで、この被災状況っ

ていうのは熟知されているというふうに理解した上で、質問し

ます。まずですね、それぞれの担当課でですね、もしご自身の

家がですね、浸水した場合ですね、その後どのように町に対し

て、思いを持つかということを伺いたいと思います。それとで

すね、先ほどから陳情者の方から理解の得られる説明ができま

すかということを何度も聞かれました。ぜひ今その理解の得ら

れる説明をしていただきたいと思いますので、その説明をお伺

いしたいと思います。 

 

委員長        大沼委員、具体的にマイクを通して、質問内容をお願いします。 
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副委員長       この陳情書の中にあった内容ですね、ありましたよね。理解を

得られる説明をいただきたいということを先ほども陳情者言っ

ておられました。この災害、災害ですね豪雨災害と、それとあ

とはこのラディアン周辺の行政機能等集約事業っていうところ

の部分についての、その納得のできるような説明っていうのが

あるのかどうか。あれば、お伺いしたいと思います。 

 

政策部長       はい。ちょっとどの辺りが理解を得られる説明、ちょっと多岐

にわたっていますので、ちょっとその辺り、何て言うんでしょ

う、的確な答えになってるかどうかっていうのは、ちょっとわ

からないんですけれど、財政面で申し上げれば、今回、財源計

画とともに、新庁舎の計画をお示ししています。浸水の話、浸

水の状況と、庁舎の位置関係で申し上げれば、ハザードマップ

を勘案した庁舎計画になっておりますので、ちょっと被災され

た方には申し訳ないんですけど庁舎計画としては、ハザードマ

ップの想定通りで変更ありませんという説明になろうかと思い

ます。以上です。 

 

委員長        大沼委員、誰か。誰に答えていただきたいか。 

 

副委員長       施設再編課長と、あとは、防災担当参事ですね。 

 

施設再編課長     はい。うちはですね、すいません浸水、当然ですけど職員とし

て、災害を想定した場所に住んでおりますので、想定がないと

言ってしまうとそれまでなんですけれども、やはり当然私は立

場として、災害が起きたときに駆けつけなければいけない立場

ですので、あらゆる災害が起きたときに、真っ先に役場に駆け

つけなければいけない立場ですので、当然それらの災害対策を

日頃から行っておりますので、ちょっとなかなかどういう気持

ちになるかってのは、想定してないというのがお答えになりま

す。以上です。 

 

防災担当参事     はい。私も防災をやらせていただいておりますし、消防団もや

らしていただいた経過から、まず家族の身が安全であれば、当

然、最短で役場に行く、現場の担当であれば現場に行くってい

うことが、当然最優先されて、当然かなというようには感じて

おります。 

 

副委員長       今職員として勤務されるというところの話なんですけど、やは

りそういうことがね、浸水事態が起きないようにしていくとい

うことをして欲しいというふうに思うのが一般的なのかなとい

うふうに思います。今回のこの浸水の関連ですけども、被害の

状況を見た中で、人命に関わるようなリスクっていうものを、

危険性っていうのが、どうでしょう、あるように感じたか、全

くそういうことは心配がないというふうに思われているのか。

あともう１点、今の先ほどの陳情者の話でも、この庁舎関連の
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予算を消化してしまうと、治水対策に回るお金がなくなってし

まうんじゃないかというようなことの心配をされてました。今

の財政面っていうんですかね二宮町の財政状況でいうと、例え

ば国とか県とかの補助がない場合で、二宮町が独自に治水の設

備を施せるような余裕があるのかどうか伺いたいと思います。 

 

防災担当参事     はい。今回、緊急安全確保レベル５を出させていただいたとい

うところがすべてなんですけども、よろしいでしょうか。すみ

ません。今回緊急安全確保を出させてこれ簡単に出したもので

はなくて、やはり出すときにも、非常に状況を確認しながら、

今回の溢水については、今まで過去に経験したことがない、非

常に葛川が溢れたっていう状況がありましたので、本当に１階

の方は２階、１階の方でもすぐちょっと高台に行っていただき

たいという願いも込めて出させていただきましたので、非常に

その辺のけがですとか生命にですね非常に大きく影響してくる

んじゃないかっていう危惧しながら、出させていただいたとこ

ろがありますので、被災された方が多くいたことは非常に残念

なんですけども、今回大きなけがをされるような方がいなかっ

たっていうところが、非常に幸いだったなというところであり

ます。以上です。 

 

政策部長       はい。財政のお話ということなので私から答えたいと思います。

まず、町が行う治水対策というのを、何を指していらっしゃる

のかちょっとわからないんですが、基本的には先ほど松﨑議員

からもあったように、川の整備は県ということになっておりま

す。町としてでき得ることということで考えますと、今二宮小

学校下で手をつけています雨水管の整備というのが一つあると

思います。もう一つはその下水道事業における接続の勧奨とい

うのが、今できることなのかな。もちろん新庁舎等のインフラ

整備に伴うグリーンインフラの導入とかですね、そういったこ

とは全然可能だと思うんですが大きな話としては、下水道への

接続勧奨と雨水管の整備ということになると思います。雨水管

の方は今二宮小学校下でやっておりまして、今後どういう計画

でというのはまだ、これから作ります内水ハザードマップなど

も勘案してということなんですが、新庁舎建設と同時にお示し

た財政見通しには、普通建設事業費ということで、一定の事業

費を見込んでおります。雨水管については、国庫のお金がきち

んと下水道と同じように入るというふうにも聞いておりますの

で、そのあたりは期待しつつ、一方で、町単独で大掛かりな治

水施設っていうんですかね、都市部で見られるような治水施設

を整備する、そういった余力というのはなかなか無いのかなと

いうふうに考えております。 

 

副委員長       今のお話からいくとですねやはり雨水排水とかの、そういう対

策以外のところでいくと、やはり町の方で、ある程度しっかり

した計画を持っていかないと、町独自ではそういう治水設備が
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つくれないとなると、やっぱり国県に依頼をしていくというこ

とになるのかなと。そういうことを今後例えば計画をしていく

ような考えが、あるのか。考えていただけるのかどうかってい

うところの問題一つ、あと先ほど渡辺委員の質疑の中であった

んですけど、たびたびこの緊急輸送路っていうところの話が出

てくる先ほど出たんでねこのことも、聞くんですけど、緊急輸

送路っていうのは、二宮の中でいくと、県道 71 号線がクローズ

アップされてくるんですけど、実際の浸水地震とかの被害のと

きのことで言うと、かなりこのＪＲ、鉄道ですね、鉄道での輸

送っていうのがかなり復旧が早くて、その実際のその資材の運

搬にも、対応されているっていうような事実がありますけど、

そのあたりのところの認識、どのように思っておられるかをお

伺いしたいと思います。 

 

政策部長       １点目、私の方からしっかりとした計画を作っていく予定があ

るのかというご質問だったと思いますけど。なかなか現時点で

予定があるというふうには申し上げられません。一方で、先ほ

ど来ちょっとご説明している広域、県も、葛川の整備、どうし

てもＪＲのところは時間がかかるというのわかっておりますか

ら、県の整備計画だけではなくて、流域で考えていくという体

制を取ろうということで話が始まっておりますので、その中で、

各々できることという整理は今後されていくものではないかな

というふうに考えております。 

 

施設再編課長     はい。緊急輸送路という点では、国道１号線及び小田原厚木有

料道路も同じように緊急輸送道路に指定されております。で、

そこからの接続で考えるとやはり県道 71 号線は、緊急輸送路で

もあり、道路でもありますし、非常にアクセスがよい作りにな

っているのが北と南にも、横に走っていて南北で 71 号線走って

いるってことで、非常にアクセスが良くて、災害時においても

非常に有効に機能することかと考えております。で、ＪＲの鉄

道の部分ってのは、当然貨車輸送などもありますので、機能す

るとは存じておりますけれどもやはり今、ＪＲというのも民間

企業でありまして、どこまでかというのは具体的には把握して

いないところでございます。以上です。 

 

野地         溢水対策ということでお伺いします。先ほど、人員を確保して

云々という言葉がありました。もう一度振り返ってみて、今回

のようなことが起こるもしくは、起こる前ですね今皆さんの動

き等、それだけじゃなくって、例えば町でね、事前にこういっ

たものを配っておこうよとか、事前にこういうことを近隣の方

には持っててもらったと。例えば、高齢者で言うとね、電話な

んかもあるかもしれませんけども、そういうような動き検討っ

ていうのは、すでに何かされてますか。 

 

防災担当参事     はい。普段の関係からお話をさせていただきますと、台風とか、
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大雨が降る予報があるときには、事前にホームページとかを利

用させていただいて、例えば土のうはどこにありますよ、です

とか高齢者の方であればご連絡いただければというようなとこ

ろも含めて、あと排水等が詰まっているようなところがありま

したら、早めに町も当然やるんですけども地域でも、そういっ

た排水溝を少しこう、流れやすいようにしてくださいとかって

いうような事前周知ってのはさせていただいているのですけれ

ども、具体的に事前に何か配ったりとかっていうところまでは

今のところはやってないところであります。以上です。 

 

野地         はい。今回もね、土のうの問い合わせがうちにもありましたけ

ども、非常に土のうって重たくてもう無理なんだよね実際はっ

て考えると、最近この間も防災フェアであります、止水板とい

うものをね、例えば町で導入しようかとか、個人のお宅に補助

金でもいいから、出してでも持ってもらおうかとか、それ難し

かったら、地域で、集会所、会館にちょっと置いとこうかとか、

そういう検討もなきにしもあらずだとは思うんですけども、そ

の辺については、どのようなお考えでいらっしゃいますか。 

 

防災担当参事     はい。あちらの葛川沿いの方も溢水した方が、事前にもう購入

されて、お持ちになっている方なんかもいまして、今回の防災

フェアもですね、やはり、地震だけじゃなく浸水に特化したと

ころも含めて、やっぱり風水害こういった対応ということで、

土のうの積み方ですとか、止水板というものがありますよって

いうようなところですね。周知の方をさせていただきました。

今後それを町でどうするかっていうところを、様々ご意見伺い

ながら、検討をしていきながら、予算の絡みもありますんで、

やれるやれないというのはまた別の話になりますけども、そう

いったものがあるということは、一つの浸水対策になると思い

ますので、そういったものについては今後研究していきたいな

というふうに考えております。 

 

野地         もちろんいろいろ検討していただきたいんですけど、それと並

行してね、国の補助金、例えば止水板に対する補助金あるかど

うかわかりませんけど、その項目メニューをね、見ていくと、

おそらくいろいろ引っかかってくるんじゃないかと思うんです

けども、それに対してねちょっと担当課としては、その国補助

金まあ県でもいいんですけども、どのように考えていくかもし

くは、今こういったもので調べてるとかってあれば教えてくだ

さい。 

 

危機管理班長     はい。ご指摘のありました止水板への補助につきましては、今、

県の補助がそれに該当する項目があると、ありそうだというと

ころが今調べがついておりますので、いわゆるどういう条件下

でそれが使えるのか、そういった具体的なものも含めて、今、

検討いわゆる調査をしているところでございます。なので可能
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性としては県補助が今のところを、１項目ありそうだという回

答になります。以上です。 

 

＜意見交換＞ 

委員長        はい。これより、委員による意見交換を行いたいと思います。

ございませんか。ないようですので、意見交換を省略いたしま

す。 

 

＜討論＞ 

委員長        これより討論に入ります。 

 

根岸         私は陳情不採択の立場で討論をさせていただきます。陳情項目

の言葉だけで見ると大変、悩みます。というのはその庁舎のこ

とと絡んで陳情されているという点で、庁舎との兼ね合いとい

うことを考えたときに、悩ましかったです。ご存じの通りまず

地震が起きたときに動けるように、庁舎建設に踏み切りましょ

うという流れできております。で、やりとりの中で、庁舎にそ

んなに注力をしてしまっても、大丈夫なのかと、いうお話があ

りましたけれども、むしろここで止めてしまう方が、庁舎への

注力に職員はエネルギーが取られると、私は思っております。

なぜならばこの８年間、いろんなやりとりを経てきて、ここで

その方向性を見失うということが、かえってね、庁舎への、余

計なエネルギーというか、注いでしまうことにもなると思って

おります。なので、並行して進めていくことが、今やるべきこ

となのかなというふうに私は思っております。で、やりとりな

んかで、というかその財政見通しの点についても、町から示さ

れている中で、町民の方とかね説明会を設けている中で、説明

をしています、町も。そんな中で、町民の方の心配に或いは「し

お風」さんの心配にお答えし切るには、なかなかこうちょっと

結果をもってでしか、もしかしたらなんかご納得いただけない

のかもしれないなみたいなふうにも、思う節もあります。この

やりとりで引っかかったのは、そうなのかと納得できるような

説明が得られていないというところで、これはやっぱり町民の

中でも、それを得てる人と得てない方が、おられるというふう

には分かれると思いますので、そこら辺はやはり今後も丁寧に

やりとりの中でやっていく話なんだろうなというふうに思いま

した。で、細かい課題とか含めまして、議会は本当にまだこれ

からやりとりを継続してね、やっていかなければならないとい

うことはもう全員が認識していると思いますし、「しお風」さん

の活動にも応援いただきながら、押されながら、私たちはやる

べきことをやっていかなければならないというふうには思って

はおります。が、ちょっとどうしても、それなりの時間も人手

もかかるのに、庁舎と、要するに３番ですね。集約事業の検証

と見直し。これはあるんですけれども、陳情者のお話ですとや

はりそこはストップをしてやらないと、できないでしょうとい

うふうに私は解釈をさせていただきましたので、ちょっと不採
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択の立場で討論をさせていただきました。以上です。 

 

副委員長       はい。私は陳情第 12 号に賛成の立場で討論をさせていただき

ます。今回の陳情に至る実地の調査聞き取りなど、町内活動を

行う方ではありますが、本陳情に絡む活動は、議員が率先して

行うべきものだと思わないでしょうか。そして先般起きた浸水

状況を詳細に調査した上で、純粋に町を思う心が、よりよい町

づくり、よりよい判断を求めて出していただいた陳情です。浸

水被害以降、雨が降るたびに、また浸水するのではないかと心

配な日々を過ごす方がたくさんいらっしゃいます。庁舎建設に

前のめりになることは非常に危険な判断だと思います。議員は

何のためにいるのでしょう。町民の暮らしや命を守るというこ

とは、葛川流域でお住まいの方、事業を営まれている方に対し

て、この陳情内で求められている、治水対策を進めることでは

ないでしょうか。対策方法や計画策定については、行政に任せ

ることになりますが、具体的な示しがない現在、早急にやるべ

きことの要求として、町民の声とともに、議会からも声を発し、

今後議論が開始されるであろう、流域治水の広域会議の中でも、

強力に推進を求めるべきものと思います。その中でも、命を失

うような災害が起きないよう、改めて皆さんにも、考え、陳情

採択の上、議会からも明確な声を発していただきたいと思い、

賛同を求めます。 

 

委員長        それでは、これをもって討論を終結いたします。 

 

＜採決＞ 

委員長        それでは陳情第 12 号を採決いたします。陳情第 12 号を採決す

べきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

（挙手３名） 

 

可否同数でありました。よって、委員長は、採択すべきものと

決定いたします。以上で陳情第 12 号の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。 

 

暫時休憩 14 時 25 分 

再開    14 時 35 分 

                                                            

②現在建設が予定されている場所での町役場の新庁舎についての陳情 

（令和６年陳情第 13号） 

 

委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。次に、現在建設が予定されて

いる場所での町役場の新庁舎についての陳情。令和 6年陳情第 13

号を議題とします。お諮りいたします。本陳情につきまして、議会基

本条例第 15 条の規定により、陳情者の意見を聞くことにしたいと思

います。ご異議ございませんか。 
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 （「異議なし」との声あり） 

 

ご異議なしと認めます。本陳情につきましては、提出者の深尾様

にご出席いただいております。それでは深尾様、10 分程度にまとめ

て、趣旨説明をお願いしたいと思います。 

 

＜趣旨説明＞ 

深尾氏   深尾と申します。2 年前に脳梗塞を患い、右手と右半身と言葉に

問題が残っています。ご容赦ください。陳情の趣旨は、新庁舎の建

設は中止をしてもらいたい。撤回をしてもらいたいということです。そ

の理由は、第 1 に、果樹園の廃止。果樹公園の廃止をイメージする

からです。これについては、環境問題、それから歴史的の意義の問

題があるんですけれども、その点は後で、高田さんから説明があると

思いますので、ここでは省略します。第 2に、場所の不適切性、立地

の不適切性に問題があると思うので、その点を中心に述べたいと思

います。それで、前にいただいたラディアン周辺行政機能等集約基

本設計業務というものに、町の新庁舎の基本理念というのがありまし

た。それで、町民の安全と安心を守り、町民が利用しやすいまちづく

りの拠点ということですね。その後に、１番から 5番まで、基本的な考

えがありまして、その１に、町民の安全、安心な暮らしを支える拠点と

なる庁舎。2 に町民が親しみ、利用しやすい開かれた庁舎。3 に行

政サービスの向上を目指した多機能な庁舎。4に、高度情報化社会

への対応した機能性の高い庁舎。そして、最後に、環境に配慮した

経済性に優れた庁舎。こういったことが掲げられています。それは最

もな話なのですが、それでは、複数の候補地の中で、現在の立地が、

以上のような特徴を目指している庁舎の町に、なぜ選ばれたのかわ

かりにくいと思っております。複数の候補地があった中で、なぜそこ

にしたのかという観点から、今の１番から 5番の基本的な考え方を当

てはめても、わかりにくいという気がします。それで、強いて挙げると

すれば、複合施設を収容するための広い敷地があったためではな

いかと思うわけです。要するに広い場所を確保するということ。そうな

ると、立ち返って、なぜ分散じゃなくて、集合したものを作らなければ

いけないから、そこがわからなくなる。最初に集約したということがあ

るから、広い場所が必要になったということであって、それが 1 つ言

えることです。逆に、現在の立地が安全でないということは、この間

の台風 10 号の浸水被害のように明らかであると思います。従って、

最も不適切な立地だというふうに思います。このラディアン周辺行政

機能等集約基本設計案に対する町民の意見募集の結果の概要に

ついてというものがあります。その新庁舎の浸水に関することの項目

の 4 番のところに、ラディアンの周辺は安全ではないと。浸水の危険

があるという町の住民の意見に対して、意見に対する町の考え方は

どう言っているかというと、新庁舎建設である果樹公園自体は、浸水

想定区域ではありませんが、1,000 年に 1 度の確率と言われている

最大規模の事案が周辺で発生しても、2 時間程度で解消することが

挙がっていますと書いてあるんです。町の意見ですよ。これは信じら
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れないですよね。要するに、1,000 年に 1 度のあれというのはおかし

いでしょう。浸水被害は 25年から 50年に 1度発生していると聞いて

います。この点は、多くの町民が疑問に思っているところです。タウ

ンミーティングでも、この辺の反対意見は多く聞かれました。そこが

浸水被害の問題です。また、地震との関連で言うと、津波が葛川を

遡上する危険性を無視することができるのかという疑問があります。

関東大震災の時の震源地は、平塚沖だと聞きました。夏のタウンミ

ーティングで、ある子連れのお母さんが、東北大震災の間接被害者

だろうとおっしゃっていました。それは二宮のこの地形がよく似ている

から心配だとおっしゃっていました。それを必死で訴えておられまし

た。私の陳情は以上です。 

 

＜陳情者に対する質疑＞ 

松﨑  読ませていただきました。即刻中止ということで、私も賛同をさせて

いただきたいと思います。その上で、私も即刻中止と言いながら、自

身の活動報告等々で、どうするのかと。今のままでいいのかというこ

とで、私なりにビジョンをもって、お示しさせていただいているんです

けれども。今日お見えになった深尾さんは、もし差し支えなければ、

今町が示しているのは反対だと。その上で、庁舎はどうすべきなの

かと、お考えがあったら教えていただきたいのです。別にそれはなく

ても構いませんけれど。あったら、お願いします。 

 

深尾氏   私は本来、震度の耐震性ですね。基準を調べてみたところ、高、

中、低で、その真ん中で、必ずしも高いものではないと。だから、現

庁舎がね。だから、まず、補修で直すべきではないか。また、仮にそ

うではないとしても、他に小学校の跡地とかいろいろあるだろうという

のは、あれです。だから、今度、今の予定地と、もう 1 つ法務局のや

つも反対です。だから、今のラディアンの周りは反対で、他のところ

でやるならば、やればいいと思っています。 

 

渡辺  1つ樹木の伐採や環境変更ということを書いておられますか。 

 

深尾氏  はい。 

 

渡辺  それからあと、次も環境問題ということで、この環境問題は非常に

幅が広いですよね。具体的にどういう環境について懸念をされてい

るのか、その辺をお聞かせください。 

 

深尾氏  1つは、自然環境ですね。もう 1つは、文化環境と言えるかどうか。

例えば、徳富蘇峰堂も含まれます。そういう漠然としたものです。 

 

渡辺  そうしますと、特に今議論をされているのは庁舎に温暖化ガスの排

出を減らすとか、そういう論議もされているので。そこまでは特に環

境に言及はされていないと。もちろん、緑とか、そういう植生であった

り、あと生物的な部分と理解しておいてよろしいでしょうか。 
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深尾氏  はい。 

 

根岸  まず最初に、次の陳情者の方と近い内容で、しかもお知り合いで、

どうして別々に陳情を出されたのかと思ったのです。今お答えの中

に、法務局の方でも反対だとおっしゃったので、そこが理由だという

ふうに理解すればよろしいでしょうかというのが 1 点です。なぜ別々

に陳情を出されたのかということをお伺いします。あと、場所がなぜ

選ばれたかということを先ほども強くおっしゃっておられました。この

陳情自体は別に今回が悪いとは言っていませんよ。例えば、もっと

前に陳情ができるタイミングもあったのではなかろうかと思うのです。

なので、今回こうやって陳情をお出しになられてきた深尾さんがお知

りになって陳情を出してきた経緯とか、その辺りもお聞かせいただけ

ればと思います。 

 

深尾氏  私はここに引っ越して来て、たったの 2 年です。リハビリをやってお

り、その関係で髙田さんを知って、家が近くだったものですから、興

味があって、やったということです。髙田さんとやるのは、途中までで、

県の方の陳情には一緒にやりましたけれども、今回は、その後、趣

旨が合わなくなったので、なんて言うのか、その辺はいいでしょう。 

 

副委員長  この陳情の中で、今回、深尾さんの方では、特に強く言わないん

だというような先ほどのお話でしたけれども。この歴史ですよね。これ

歴史がなくなるとか、そういうことが、一体何なのかということになって

くるわけですけれど。私の中では、郷土愛とか、町に対する誇りみた

いなものが、ここへ直結してくるのかと思うんですね。そうすると、や

はり大人の話だけではなくて、子どもとか、あの周辺でも遊んでいる

子どもたちがたくさんいるじゃないですか。そういうところの部分とか

も含めて、深尾さんの中で、その辺りをどのように感じていられるか。

お伺いできればと思います。 

 

深尾氏  僕の中では、何て言うのか。うまく言えない。親戚や、何かに自慢

するのによいという程度です。だから、何ていうか徳富蘇峰堂が大変

だとわかっているのですけれども、そういうのを、なぜ廃止してしまう

かと思って出しました。 

 

＜執行者への参考質疑＞ 

野地  今陳情者の方が、なぜここにということがありました。28年の調査報

告書になるかもしれませんが、議会も何回も予算を止めてきました。

その経緯を少し今一度お伺いしたい。なぜここかというのを簡単に

お願いします。それと、今の果樹公園は、この間の回答によると年間

450 万かかっています。7,000 万以上も次足して整備をしています。

今回それを止めた場合には、何か経費がかかるものはありますか。

原木含めて経費がかかることはありますか。3 つ目です。先ほどの陳

情にもありました。二宮に移管すると、県はいろいろ条件を付けて、

何とか公園にしなさいと。だが、今回、なぜか県は売ることに同意し

たのか。県はどのように思って売りに出したのか。県は何か条件を付
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けたのか。昔の約束事はどうなったか。県の主張はどうであったのか

も聞いておきたいです。 

 

施設再編課長  なぜここにというところであると、まずは先ほど陳情者の方からのお

話もありましたけど、耐震性がないことによって、新庁舎の問題があ

るということで、ここでの建て替え、耐震補強で後は東大果樹園の跡

地に移設、ラディアンに移転の 4 つの案で検討したのが、議員のお

っしゃった平成 29 年度の整備手法調査で整理をしました。その中

では、まず 1 つは、耐震補強をしても、建てるのと同じぐらいお金が

かかる。現地建て替えでは、仮設で一時的に移転しなければならな

くなって、より高額になってしまう。東京大学果樹園跡地では調整区

域ということもあり、1 番その中でよいのが、ラディアン周辺は誰もが

周知されているのがわかっている場所で、駅からも歩いて行ける。駐

車場も十分確保できるということで、今の庁舎においても狭いとか駐

車場がないとかさまざまな課題がありますけれども、ラディアン周辺

に作ることが、皆さんの日頃からのメリットになるということで、整理し

たのが平成 29年度の整備手法調査でございます。先ほどの浸水の

話は割愛させていただきますけれども、そういったこともふまえて、令

和平成 28年をきっかけに、約 10年近く議論していますけれども、そ

ういったことをふまえてラディアン周辺に集約することが、日頃、マイ

ナスな、ネガティブな要因もありますけれども、町民の方々の全体の

メリットになるということで町は計画を進めてきたところでございます。 

2点目の果樹公園に係る経費でございます。年によって 450万だ

ったり、700 万だったりすることがあり、果樹公園自体は維持管理の

ために経費がそれだけかかっていると。公園なので、かかっている経

費をどう見るかがあるんですけれども、お金を生み出す施設ではな

いというところです。あとは、果樹を管理するために専門の知識のあ

る方、これまで農業技術センターのＯＢの方やなんかにも来ていた

だいてたんですけれども、そういったところの人材も、もうかなり高齢

化であったり、新しい人が見つかるのは難しい。あとは園芸試験場

時代から、果樹が古くなっておりますので、老木化も進んでいる等々

の経緯もあって、やはり町としても、今後に町が果樹園を使って栽培

維持するという、公園かどうかは別ですよ。果樹園を維持するという

ことになかなか意味合いを見いだせないのではないかという状況が

ございます。 

3 点目、県がどのように同意しているのかですが、県は最初の経

緯は細かく残っていないので不明なんですけれども、少なくとも、平

成 17 年から果樹公園の用地を借りておりますけれども、当時から町

に買ってほしいという意思表示はしています。明確に毎年年度契約

で年度更新なんですけれども、毎年、町は取得してほしいということ

を言っておりました。今回の令和 2 年頃の先ほどのワークショップか

ら果樹公園の取得を検討しているという話は内々に打診はしており

ましたけれども、やはり公共用地として、公共施設の庁舎の用地とし

て、県から取得するのは望ましいということをいただいておりますの

で、それによって、県の方でも協力したいというか、様々配慮したい

ということはいただいております。あともう 1つ条件としては隣に、テニ
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スコートの南側に原木園があり、ナシの幸水の原木があるんですけ

れど、そこは県の天然記念物に指定されておりますので、約 20 本ぐ

らいか、まだ残っているんですけれど、そこはきちんと町も維持管理、

県が維持管理していくのに協力して欲しいと。具体的には、フェンス

であったり、進入路だったり、そういったものは、町も協力してくれれ

ば、県も果樹公園の取得に積極的に協力していくということは、お声

としていただいております。 

 

政策部長  果樹公園の管理の体制をもう少しご説明させていただきます。わ

かりやすく申し上げると、果樹園と公園で構成されているとお考えい

ただきたいと思います。芝生のあたり芝生だったり、管理棟であった

り、この公園部分は引き続き経費もかかって、同じように管理をして

いきます。実は果樹園の方は、また違う方々に管理をお願いしてい

るんです。ナシであったり、ブドウであったり、カキであったり、いわゆ

る果樹の管理は公園の管理とは別の人材に担っていただいている

というのが、今でもそうなんですけれど、その部分が新庁舎を建てる

ことによって、果樹の部分を切りますので、不要になっていくというの

が新庁舎建設後の管理体制ということになります。 

 

野地  そもそも論です。平成 29年 12月に出した調査報告書の中で 4つ

を言われました。そこで先ほど陳情者の方が学校とかと言いました。

例えば、小児病院跡地、学校も 5 つあります。学校とかも使えるじゃ

ないかというふうに考えられる。なぜ検討しなかったんですかという質

問になります。それと 2つ目が、今部長の質問で、改めて確認します。

果樹公園と一言で言っていますが、果樹の部分はなくして、庁舎を

建てる予定ですが、俗に公園と言われる東側というのか上側というの

は残ると。公園として維持は今後も続けますよと、そういう理解でよろ

しいですかという 2 点です。 

 

施設再編課長  小児病院は確かに当時子どもの舘構想がまだ凍結という状況で

生きているという状況で、今もそうなんですけど生きている状況でご

ざいます。ただ、今マーケットサウンディングっていうんですかね。市

場調査をしている状況ですので、ちょっとそれを引き合いに出すのも

どうかと思うんですけれども、やはり立地で考えると、駐車場等も含

めると、非常に高台の崖地に面しているというレッドゾーンに面して

いることもふまえると、やはり適地ではないと考えております。学校に

関しても様々議論がありましたけれども、まず大前提として、空き校

舎はないということを常々申し上げております。これは当初から申し

上げているんですけれども、現在学校は空いていない。その学校を

あけるためにわざわざ子どもを動かす、学区を編成する、庁舎のた

めに子どもたちに影響を及ぼすということは考えていないということで、

学校はないという前提でございます。2 点目の果樹公園の東側、芝

生や管理棟の部分というのは、これからも今までと同様に維持管理

していくということで、しっかり残していくという考え方でございます。 

 

渡辺  陳情者から、軟弱地盤であることから予想、予定されている杭打ち
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工事の難航も予想されますというふうに指摘されているんですけれ

ど、現実にはどういう想定をされているんでしょうか。 

 

施設再編課長  特に軟弱地盤という表現がなかなか難しいんですけれども、これま

での一般質問等での議論でもあったかと思うんですが、少なくとも、

液状化はしないという件も含めて調査結果が出て、公表されている

ものなんですけれども。もう 1 点、当然建設にあたり、今回基本設計

をするにあたって、地盤調査ボーリング調査を何か所か実施してお

ります。いずれもきちんと 13ｍぐらい下に支持層がきちんとあって適

切な杭の工事をすればよいということで、後、杭打ちというのが、固

い杭をゴンゴン打つようなことをイメージされているかもしれないんで

すけれども、現在その周りの環境に振動等影響を及ぼす可能性が

ありますので、そのような柱状改良ではなくて、周辺環境に音や振

動等を生じないような改良コンクリートを流し込むような改良方法を

主体で、あと当然工事の手法としても、周辺への影響がないというこ

とを、この基本設計の中で、検討した中で進めているところでござい

ます。 

 

渡辺  13ｍというのは、一般的な範囲なのか。それとも特殊な事例と捉え

たらいいのか。その辺の感触も合わせてお願いします。 

 

施設再編推進班長   こちらの地盤というものは、いろいろな意見があるかと思うんです

よ。やはり、一般の家とかですと、その杭打ちとかやられるイメージな

いかと思われるんですよね。基礎をやった時に、そこのちょっと悪い

ところを一部セメントを入れたりとかして、地盤改良的なところではあ

るんですけれども。ただ、基本的に軟弱地盤というところで大きなも

の建てるって言われた時に、もうここの現場では、建てるのが厳しい

ですよということでは、専門家の意見では一切ないんですよね。この

ぐらいでしたらこのぐらいですねという本当に、そういった公共施設と

しての捉え方では問題ないんですよね。実際、今回この 13ｍとか 15

ｍとか確認をして、そういった支持層の方は確認できているんです

けれども。例えで言いますと、消防署は弱いというイメージで、あれ

は地上から 25ｍで支持層が見つかっています。でも実際、そこのと

ころで建てるか建てないか、その話もあるんですけれども、基本的に

私たち工事の知識ある人間としては、このぐらいの規模でしたら、通

常やはりありますねというところなので、実際横浜の方とかになります

と、もっと深い基礎杭を打ったりすることもありますので、私が聞いた

中では 70ｍというのもありましたね。ただそれは、建物の重さ、いわ

ゆる大きさに応じた杭打ち工事を判定していくというところになりま

す。 

 

根岸  私も先ほど陳情者がおっしゃられた心配に答えていただきたいと

思います。まず、葛川遡上を無視できるのか。地形としても、東北大

震災思わせるような二宮町の地形があると訴えておられた方もいた

ということに対しては、どうお答えになるのか。場所は、ここの元役場

でもいいのではないか。先ほど場所の説明はいただいたんですけれ
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ども、ここの役場でもいいのではないか。補修で済ますべきではない

のかというお話がございました。ここの場所を選定してはいけないの

か。原点に戻ってしまいますけれども、もう一度そこをお願いします。

あのラディアンのところの場所が不適切なのは、この間の大雨が証

明したと。1,000 年に 1 度と答えられたからと言って、浸水する側の

方からみれば、とんでもない話であるが、その情報を公開していると

いう役場の立場があると思いますけれども、何かそれで済まされる話

ではないでしょうと言いたい気持ちがあると思います。だから、私は

治水なんですよと思うんですけれども。政策部長としても、きちんとそ

こは治水の大事さは思っているという話になるのか。別に、あそこが

浸水エリアだから仕様がないと言っているだけに過ぎないというのか。

政策部長なので、そこら辺のことを何がしか発言があってもいいと思

いますので、ぜひお答えください。 

 

政策部長  まず、葛川を津波が遡上するというお話です。こちらのお話は確か

私もいる場所で、そういった懸念を示されたということがありましたの

で、すぐに調べています。遡上することはないということを申し上げる

だけの科学的な根拠はありません。ただし、関東大震災の時に、葛

川を津波が遡上したということをおっしゃっている方が、その時にい

らっしゃったんですけれども、それは事実としてはない。ないことを証

明しろと言われてもこれまた難しいんですが、歴史等を調べたところ、

そういった歴史はないということは確認できています。それが津波の

遡上の関係です。あと、この庁舎の耐震の話、先ほど、お金が同じ

ぐらいかかりますよということが担当課長からお話ありましたが、その

他にも、技術的にはできなくはないんですね。お金をかければなん

だってできるという世界なので。ただ、三角形な不整形な庁舎に、い

わゆる耐震ブレース、二宮小学校を見ていただくと、バッテンのいわ

ゆるブレースと言われている補強壁が入っていますが、この三角形

の庁舎に補強壁を入れると、執務スペースに補強壁を入れざるをえ

ないということで、非常に職員のことを言ってもあれだが、働きづらい。

町民の方も利用しづらい。ましてやスペース、今でもまだ、全課が入

りきれていないんですが、余計に入りきれなくなるということはわかっ

ております。そういったこともふまえて、金額のこともちろんあるんで

すが、選択しなかったと。あともう 1 つ、やはりここの庁舎の不便さと

いうことで、坂の上にあって、バスも入って来られないし、どうにかな

らないのかというご意見があることも申し添えておきます。もう 1 つ、

治水の関係で治水の前に先ほど陳情者の方のお話を伺っていて、

町の回答と違ったのかと思ったので、その部分なのですが、我々新

庁舎の予定地としている果樹公園の部分は、千年に一度の大雨で

も浸水しませんということですね。一方で、いわゆる法務局のところ、

そこは千年に一度の大雨があると、浸水をする可能性があります。

最大で 97 センチで 2 時間程度、浸水する可能性があるということが

わかっておりますので、法務局の横ではなくて、果樹公園の方に建

設予定地を移したということでございます。治水をしなくても、新庁舎

がハザードエリア外にあるから、それでいいのかということですが、決

してそのようなことを申しているつもりは全くなくて、ただその治水自
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体が、町独自で、町だけでやることができないということもご理解をい

ただいた上で、広域でしっかりと、そこは取り組んでいきたい。町で

できることとしては、下水道の接続箇所、あと雨水の整備というのは

これからやっていくことになっていますので、そのあたりをしっかりや

っていきながら、ただ根本は葛川の整備ですので、しっかりと県に働

きかけると同時に、その整備ができるまでの間、どういったことができ

るだろうかということの話し合いが、これから始まっていくと認識をして

いるところです。 

 

副委員長  果樹公園のことが書いてあるので 1点だけ伺いたいと思います。以

前に私も目にしているので、改めて確認なんですけど、小学生・中

学生に向けて、町の魅力アンケートみたいなものを以前取っている

と思います。その中で今資料ないかもしれないが、主だった回答と

いうのは、やはり緑が多い、自然が多いということが、トップ３みたい

な形になったのかというふうに思っているんですけれども。そのあたり、

多分見かけたりとかしたことがあると思うので、もし内容を覚えていれ

ば教えていただきたいと思います。 

 

政策部長  町民アンケート、小・中学生のアンケート結果というのは資料も手

元になくて、覚えていないというのが実情なんですが、当然緑が多

いとか、星が綺麗だというのは、町民、子どもたちだけではなく、町

民の声として認識はしております。 

 

議長  1つ質問させていただきます。先ほど耐震工事のお話がございまし

たが、二宮中学校の東側の築 60 年の校舎は、バッテンが一切付い

ていません。どのような耐震工事をされているのか。それと工事の工

法が最近すごく出ていて、先にＮＨＫのドキュメンタリーでやってい

たのですが、コンクリートの老化・劣化防止、もう今にも崩れそうなコ

ンクリートでも、中に液を流し込むことによって、老化・劣化は防止で

きる。要するに、そこに住んでいるマンションの方たちが、外へ出なく

ても住んだまま影響なしに、コンクリートは直せますと。それと同時に、

耐震工事も、中に液体を流し込むだけで、耐震工事は可能であり、

今までの耐震工事の半額以下の金額でできますと、そのような報道

がＮＨＫで 30 分にわたってされていました。その辺のところは、最近

のことですがご存じでしょうか。 

 

施設再編課長  手元に資料がなくてすみません。二宮中学校の耐震補強の状況

が手元にないんですが。耐震補強の工事は済んでいると。もともと

必要性がなかったのかという耐震診断の結果の数値の資料も手元

にないのでわからない。少なくとも基準に則った耐震補強が必要な

いか、或いは必要なくて基準を満たしているか、あるいは補強して、

耐震性を満たしているという、今の基準は町内の小中学校の全ての

耐震は済んでいます。必要な耐震性を備えており、体育館もふまえ

て持っているという認識でございます。以前一般質問でもご質問い

ただきましたけれども、令和 2 年度に健全性の調査をやってござい

ます。耐震補強工事をするおそらく平成 10 年度代にも、耐震補強
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する前に調査を行っておりますし、その後、令和 2 年度においても、

同じ場所のコア抜きではない材料取りではないんですけれども、劣

化調査は行っておりますので、その時点では必要な強度を満たして

いるという強度の試験結果が出ております。圧縮強度がきちんとある

ということですね。13.5 だったと思うんですけれども、ニュートンパー

平方ミリがあったと思うんですけど、必要な強度を残っているというこ

とがわかっています。もう 1 つ液を流し込むという補強については班

長の方から説明をします。 

 

委員長  今、学校の関係の耐震云々というのは議論の中で多少ずれている

ので、その部分は省略させてもらってよろしいですか。 

 

 （「省略しなくてもよい」との声あり） 

 

そうしましたら、簡潔にお願いいたします。 

 

施設再編推進班長  最後の工事の技術的な内容なのですが、私の知識不足で、その

コンクリートの補修のやり方というのは、議長のおっしゃった内容を把

握していないんですが、橋なんかとかでやりますと、いわゆるそういう

柱とかに炭素繊維シートを巻いて、それで補強するやり方とかもござ

いますので、議長が言われた内容の施工方法は今後いろいろと研

究させていただきたいと思います。 

 

議長  中学校の耐震工事はしてあります。今班長がおっしゃった巻き付

ける形での外にクロスするような耐震はしていませんが、柱を補強す

る、そういう形の耐震工事はされています。ですので、課長がおっし

ゃった耐震はしていないが、耐震精度は十分であるとはちょっと異な

っていると思いますので、そこだけ付け加えてさせてください。それ

では先ほど申しました工法等も調査していただきたく思います。 

 

委員長  よろしいですか。傍聴議員にお知らせします。本日、大変時間が

おしておりますので、引き続き、傍聴委員の発言は省略とさせてい

ただきますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

（傍聴議員の質疑：なし） 

 

＜意見交換＞ 

なし 

＜討論＞ 

委員長  これより討論に入ります。討論は 2 名です。 

 

渡辺  私は不採択の立場で討論をさせていただきます。陳情者の思いは

いろいろ感じるところです。ただ 1 つ、この新庁舎の建設につきまし

ては、2019年 12月か、整備手法調査の時点に立ち返って進める必

要があるのじゃないかと思います。ただ 1 つ、やはり、解決できない

問題、技術的にも難しいというのは、果樹公園が陳情者の指摘のと
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おり、いろいろな歴史を持っているということですよね。この地域は、

大体東の方から言うと、サカタのタネさんとか、三井東圧化学、平塚

には果樹試験場もあって、全農もありました。それから大磯の日本曹

達もありました。農業関係の企業も多く試験場を構えていた、そうい

うところなんですよね。多くがやはり、なくなったり、縮小されたりして

いる現状がございます。そこのところの思いは私も寂しいなというとこ

ろがあります。ただ、どうしても防災と言いますと、災害対応に目が行

きがちなんですが、石川や神戸でもそうでしたけども、復旧復興にど

れだけ、労力、力を集中できるかというところが、やはり大切だと思う

のです。どうしても、その時の対応に目が行きがちなんですけれども。

私は、長い目で見て、本当に時間とエネルギーがかかる、そこの中

心となっていく施設に力を入れるべきじゃないか。基本はやはり、こ

の陳情者がおっしゃるように建て替えです。建て替えではなくて、長

寿命化、これがやはり私も最初はそう思っていたんです。それが一

番大切で、お金もかからなければ、時間もかからない。そういうところ

からスタートしていますけれども、やはりそれでは無理がいろいろあ

るということで、今回は即刻中止という趣旨はなかなかお答えしかね

るかと思って、反対をさせていただきます。 

 

副委員長  私は陳情第 13 号に賛成の立場で討論をいたします。地震というこ

とで、いろいろと議論が出てくるところではあるんですけれども、南海

トラフの地震の際に、二宮町が被る基本的な予測としては震度 6 弱

ということになっており、震度 6 弱をまず頭に据えておかなければい

けないということだと思っております。その中でやはりこの陳情理由

の 2 にありますように二宮町の果樹公園というのはお年寄りから、赤

ちゃんまで気軽に立ち寄れる、心からリラックスのできる貴重な大型

の都市公園だと思います。世界の名だたる都市には必ずと言ってい

いほどランドマークとなるような公園が存在しております。花の丘公

園や吾妻山があるというようなご意見もありますけれども、その求める

公園の種類もそうですが、山道の登坂などあり、気軽に立ち寄れる

場所ではないという立地になります。果樹公園の消失というのは、園

芸試験場跡地としての歴史的な価値も、ともに失われるということに

なると思います。この歴史を失うということが、やはりこの愛町精神、

誇りというものが、歴史に直結するのが多いのではないかと思うとこ

ろで、郷土愛をなくしてしまうということについて、この陳情の中でも

心配に思われているところがあるのかと思ったところです。今までの

町の課題としても、子どもたちが成長すると、町に留まらないというよ

うなことが 1 つの問題にも掲げられております。その中で先ほども事

務局の答弁のとおり、子どもたちも大人も含めて、町の魅力というの

は自然が近くに感じられる緑豊かな町の姿、これが郷土愛、町の誇

りに繋がるあるものだと思っております。ですからできるだけ、やはり

既存のその自然緑というものは保全していくべきだと思います。この

陳情に賛同したから、庁舎を建てるなというようなものではないと思

います。このような意見を町が受けとめて、その中でどういうふうに進

めていくかを検討していくことが非常に大事だと私は思っています。

現在でもグリーンインフラとか、この治水計画というものが、この庁舎
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の計画の中にはちょっと予算的にないというようなことを耳にしており

ますけれども、今よりも少なからず、緑や歴史に目や心を寄せていた

だいて、計画を修正するなり、予算を検討するなり、より多くの課題

を消化しつつ、この庁舎計画というものを進めていくべきではないか

と思っているところです。この陳情を機会にして、改めて町に対して、

議会から要望・要求も含めて進めていっていただいて、町民からこ

のような心配事、もしくは不安に思われることが、少しでも改善するよ

うな内容に改善していくべきだと思いますので、ぜひ皆さまの賛同を

お願いしたいと思います。 

 

＜採決＞ 

委員長  これをもって討論を終結いたします。それでは、陳情第 13 号を採

決いたします。陳情第 13 号を採択すべきものとすることに賛成の委

員の挙手を求めます。 

 

   （挙手少数） 

 

賛成、挙手少数であります。よって、陳情第 13号は不採択すべき

ものと決しました。次に、この陳情の不採択に対する審査意見の作

成については、いかがいたしましょうか。 

 

   （「正副委員長に一任」との声あり） 

 

正副委員長に一任との声がありましたので、審査意見の作成に

ついては、正副委員長に一任願いたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上で陳情

第 13 号の審査を終了いたします。 

 

暫時休憩 15 時 31 分 

再開    15 時 45 分 

                                                            

③「反対の多い果樹園での新庁舎計画を取りやめ法務局北側の町有地と民地買収地に新

庁舎を造ろう」の陳情（令和 6 年陳情第 14 号） 

 

委員長  はい、休憩前に引き続き会議を再開いたします。次に、「反対

の多い果樹公園での新庁舎計画を取りやめ法務局北側の町有地

と民地買収地に新庁舎を造ろう」の陳情、令和６年陳情第 14 号

を議題とします。お諮りします。本陳情につきまして、議会基

本条例第 15 条の規定により、陳情者の意見を聞くこととしたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

 

(「異議なし」との声あり) 
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委員長  ご異議なしと認めます。本陳情につきましては、高田様より提

出されており、本日は、高田様でよろしいですね。高田様にご

出席いただいております。10 分程度に、おまとめいただき、趣

旨説明をお願いいたします。 

 

＜趣旨説明＞ 

高田氏        本日、陳述の機会を与えていただきまして、本当にありがとう

ございます。私としては二宮に来て、約 60 年。陳情したのは６

月が初めてのことで、それは今度、２度目をやった理由の一つ

はですね、この前言い足りなかったことが一つありまして、実

はちょうど 10 分ですか、15 分かの間の中ほどにですね、どう

してもこれは言いたいと思ったことはですね。 

 

委員長        10 分程度でおまとめいただきたいと思いますのでよろしくお

願いします。10 分程度でまとめていただきたい、お願いいたし

ます。 

 

高田氏        委員長から古い話はやめてくださいって、これが、これ原点に

なっとるんですよ、私としてはね。これを、議員さん、町民の

代表のね皆さんそれから町民の方にも、私がこれを今まで言わ

なかったことが、大きな誤りであったような気がするんです。

先生、そういうことでこの陳情の項目の前半にするものですけ

ども後半とはちょっとかけ離れますけどそれをまた後程に話を

することにしましてですね、皆さんが、町の人が、果樹公園は

町が造ったと。またその前はね。果樹公園は町有地だと。もう

五、六年前までは 100％そう思っとったんですよ。そしてまた、

平成 31 年の２月の広報、我々は何でも広報しか頼りがないわけ

ですよ。その広報で、花の丘公園、まだ名前はそうはなかった

ですけど、あの区域は公園法で云々で駄目。果樹公園は町有地

でないから駄目と書いてあるんですよ。それがいつどうして果

樹公園行ったんでしょうかね。そういうことでね、その原点は、

もっと言いますと、果樹公園は売り物買い物じゃないんですよ、

公園は。それを町が買いに行った。で県が、買い、欲しい盛り

ですから、鴨葱とばかりね、売って値段まで決めてきた。値段

はご承知の通り、全くめちゃくちゃですよ。単価そのものは、

基準価格つい７月に行った基準価格からの、４、５分の１、そ

ういうものはまた下がってきた。下げることによって議員さん

が喜ぶ。そういった予算は通過する。こういうパターンを誰が

ねらっているんでしょうかね。議員さんしっかりしていただき

たいですよ。また、先ほどのように、大事な話を喋ろうとした

ら、やめてください。これは私時間の都合でそうだったんだろ

うといい方に解釈しとったんですけども、そのあとにもっと懲

罰的な発言もあったりしましてですね、これも私は我慢してお

ります。むしろ我慢すべきじゃない言葉であろうけれども我慢

しました。そういうことで私は今からしゃべることがつい、町
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会議員の皆さんにお願いだけども、そういうことになっていく

んじゃなかろうかと。また皆さんの各々のグループ、また、党

本部とか、そういうところとの関係でですね、本人はイエスと

思っても、本部がノーだったら、それに従うというのはこれは

当然でしょうけれども、そうじゃなくてね。町民の代表である

皆さんがね、そういう本部なりそこへどんどん行ってですね、

で、町民の声をどんどん上げるんですよ。それで本部が、それ

は駄目だとか、こういうことやっていったらいいんですよ。何

にもそういうものを上げないでって答えだけ聞けばね。向こう

は勉強不足の人間がね、答えるのはとんでもない答えが出てき

てるんです。そういうことでも、私は議員教育するつもりはあ

りませんけども、議員の皆さん少しね、私は、国会議員がね、

何かあると、あんなのに月給を払ってるのは馬鹿らしいという

んですが、町会議員にそういうことを言われないようにですね、

しっかりお願いしたいと思います。またそりゃ、またこの果樹

公園に限らずのことでございますけども、是非とも町会議員は、

その本部の、盲目的な指示がね、そのまま守らんといかんとか、

そういうことないように、どんどん町民の声を、そういうグル

ープの団体の上、上げるんですよ。そして答えが来たらそれは

守るべきなんですよ。 

また、そういうこと等からですね、私はその時間の限りで言い

ますと、この果樹公園は売り物で買い物でないということはです

ね、この平成何年だった、ここでちょっと書いてあるのが見えな

くてなんですがね。副知事とね、西山町長が協議したやつは、何

回も打ち合わせやったんですよ。その中の結論的に、まず、値段

を決めて、単価も決めて、一応、当時、一応１ヘクタール、13

億 8,000 万円です。そういう今度の果樹公園も１ヘクタールです。

13 億 8,000 万ですよ。そういうことを決めてですね、それを決

めるときの段階で、果樹公園ということについてですよね。これ

を皆さん、しっかり聞いていただきたいんですが、私は売り物、

買い物でないというのはそこなんですけれども、副知事がですね、

90 年の間、二宮の皆さんに閉鎖的な試験研究機関を置いて、大

変失礼しました。町長はじめ議長、井上議長らがね、驚いたそう

ですよ。今まで図々しいこと言ってたことがね、担当らが図々し

いこと言って安くしろ、もっと安くしろとか言っていたことは、

叱られると思って行ったのに副知事から丁重に謝罪された。そし

てそのあとおっしゃったことがですね、ということは、13 億

8,000 万という今のラディアンのところですけども、それと同じ

面積ですから、それ買う力も町もないし、県もそういうものは売

るものないし、それから、県としてはね、閉鎖的なものを長く

90 年も置いたんで、今度は町民に開放することを原則とすると

言ってるんですよ。そういうことでやってさらにその後に、12

月 22 日ですか、知事と町長、それからじゅうこうぼう合わせて

ですね、皆さんもう時期が来たから無効だとして、精神論は生き

ているんですが、そこでまた、はっきり果樹公園として、公園機

能として残しましょうと。緑の保全、樹木の保全、それでさらに、



 42 

避難場所にもしましょうと。そういうことで果樹公園を決めて、

これが、皆さんなくなり、もうなくなった話と思ってるんですけ

ど、そういう約束の上で造ってですね。町にはこの土地をね、買

う力がないとは言わないけども、貸すから。それで、果樹公園も、

皆さん町が造ったと思うとそうじゃない。その時、もう果樹公園

のその部分を、これを土地代は無償にするから、お前らしっかり

公園として、町民に開放するんだぞと、そうなっとるんですよ。

それを知らなくて、町が造ったんだから、勝手に何に変えてもい

いちゅうのは皆さんですよ。とんでもない話ですよ。それを私は

この前言いたかったんです。その時はそれほどじゃなかったけど

も、それからこの３ヶ月間いろいろ聞くと、やはり原点はそこだ

ったなと思ってるんですよ。皆さんどうですか。果樹公園は売り

買いの品物じゃないんです。県もそうだけども、ただ県は言って

るのは何かというと、いわみといいますか、町が防災拠点にする

と言っているんだから、売りましょうということですね。たびた

び私も言ってるんですが、県条例 78 号ではですね、無償になる

んですよ。よりよい公園にしてね、県もねえ、そういうことで、

買ってくれと言っているという、皆さん何か幹部らも言うんです

が、県はそういうこと言ってないんですよ。取得してくれと言っ

てるだけなんですよ。それからタダでも取ってくれという意味も

含まれてるんです。ただ町が勝手に買ってくれと考えて言ってい

ると、県がって、これまた議会がどういうことか知らんけども、

町に来て、まだ少ない羽根議員がね、政策部長にそういう答弁を

うまく引き出した。羽根さんも、果樹公園での庁舎についてなか

なか勉強しておいでだなと私は思ってるんですけども、すればす

るほど、そういう原点を知っていただきたい。また、町長に、早

くこういうものは片付けましょうと言ったら、町長はにっこりし

ておりましたけども、それをただそのまま、早くやろうという意

味じゃないんですよ私は。パーキンソンの法則じゃないですがね、

時は膨張するという言葉があるんです。物は何でも、時間かけれ

ばついつい良い方、良い方といって予算もどんどんどんどん増え

ていく。早く止めないと駄目だと。これは確かに、去年言っとっ

たことに対して今年、こここうしよう、それはいいことだと増え

る。またこうする。一つとりましても、今の基本設計の庁舎なん

て、ダミー工事だらけだと私は見ているんですよ。私も技術屋で

そういう建設関係に関係ありましたけども、例えば。 

委員長        すいません、もうそろそろ、おまとめいただいて、お願いした

いと思います。 

高田氏        そういうことで、本論の書いてあるね、果樹公園を取りやめよ

うっちゅうことはそういうことです。そして、なぜなら、ほう

もくが来たということはですね、私はこれは前々からのあれな

んです。標高から言え何から言って、それから、新しく県有地、

庁舎が来てみなさいよ、今の駐車場じゃとても足らない。そう

いうときこそ果樹公園だ果樹公園だってなると思うんですが、
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そういう意味でも、今ここで有効に町有地、また買収がかなり

買収あっても、そういうことを、実はこの表題そのものをです

ね、私は 10 月の中終わり頃ですか、町に私の提案で出したんで

す。ね。それでは、返事が来ないから、そうかといって先ほど

言ったどうしても言いたいことがあるから、13 日ぎりぎりに、

こういうテーマで陳情書を出しました。それから、１週間ぐら

いしてから答えが来ました。町は、平成４年の何とかで、果樹

公園に決定しておりますというんですが、誰がそんなこと知っ

てるんですか。広報頼りの我々はわからないんです。ただ私は

良心的だなって思ったのはね、３月、去年の３月の議会だより

にですね、ある議員が、大沼さんじゃなかったから、誰かだっ

たんですがね、いろいろなこの問題、そして果樹公園のことを

もっと公表しろよと、公表しましょうと、そういうことを言っ

て、事務方が急いで５月の広報に、果樹公園に決定しましたと

出たんです。５年前には果樹公園は駄目です。その間何にも町

民に教えずして、果樹公園に決定しちゃった。あれって思った

ら、わずかその５ヶ月後の 10 月号に、設計業者決定しましたで

すよ。そしてまた、去年の７月のパブコメでは、設計業者と施

工業者が同じですとか、これは我々にとっては禁じ手なんです

けども、いろいろ理由があるんでしょう。ただ早めるだけなら

ばなんですけども、そういうことがあります。あまりにグズグ

ズしていると、こういうのを私ら工事やって大きい工事ほどで

すね、利権屋が働いてきますから、早く決着してください。た

だ、皆さんの中で早く造りたいと言っておられる、人がありま

す。 

委員長        髙田さん、すみません。お時間の方もありますので。 

 

髙田氏        それは、防災関係だから急がないかんちゅうですよ。が、皆さ

ん、現在のところでもやれるものは相当あるんです。それは関

係なくて庁舎がなければできないと防災機能は、拠点にならな

いんですか。それはいずれそういう時期なんだけども、ね。今

なら急に自衛隊が来ていただいたらどこにどうしようかとか、

ね今じゃ、果樹公園なり、避難者が来るとか、そういうもので

は考えるけどね。尻切れトンボになりましたけれども、一つ議

員批判をしたようなことも言いますけれども、申し訳ございま

せんけれども、私は必死になって、果樹公園を売り買いの品物

ではない。買いに行く方は馬鹿だった。私ここにも持ってるん

ですよ。今から 10、20 年近く前、坂本町長が 20 億で買った。 

 

委員長        お時間ございますので、そろそろ。 

 

髙田氏        けれども、最後の電話ではね、この前も言いましたよ。髙田さ

ん、値頃で合意です。 

 

委員長        髙田さん、このまま話していただくとちょっと陳情の話が進め
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られなくなっちゃうんです。 

 

髙田氏        ないですよ。皆さん、そういうことにならないようにひとつ。 

 

委員長        ご理解いただけますか。 

 

髙田         申し訳ございませんでした。そういうことで、よろしくお願い

しときます。 

 

委員長        はい。お気持ちはよくわかります。お話したいところもありま

すけれども、お時間のルールの中で進めさせていただきますの

で、ご了承よろしくお願いいたします。 

 

＜陳情者に対する質疑＞ 

委員長  それでは、委員の方で陳情者に質問のある方、どうぞ。はい。

松﨑委員。 

 

松﨑  はい。どうもありがとうございました。ありがとうございまし

た。私もね、この役場新庁舎をめぐってはですね、自分の意見

をね、活動報告に書いて、持論を展開させていただいてるんで

すけれども、そうした中でですね、果樹公園をつぶさない、そ

れは全く全く私も同感です。考えは同じです。ですからこれか

らもね、一緒に頑張りましょう。それはもうお約束します。た

だですね、髙田さんはですね、考えとしてはですね、法務局の

横に造ろうというのがちょっとついてるんですよね。ちょっと

そこだけはですね、ちょっと私の考えと相容れないものがある

んで、申し訳ない、これちょっと賛成はできませんけれども、

前半の部分については、全く考え同じなんで、これからも一緒

に頑張っていきましょう。はい。以上でございます。それで、

そういうふうに思うんですけれども、やっぱ髙田様は法務局の

横にちょっとこだわりがあるということですか。どうしても法

務局の横に造りたいと、ちょっとお聞かせください。 

 

委員長  はい、髙田様。 

 

髙田氏  果樹公園のことについてですね、今の松﨑議員のついて、あり

がとうございます。ただ、法務局の北ということは、かねがね

そういうことも言っておりましてね。それから、渡辺副町長と

志賀さん来たときも、わざわざうちの２階上がってね、あここ

いいじゃないかとか、そういうこと言ってたのと、今回もねえ、

知人の二人がですね、髙田お前、果樹公園は駄目だというなら

ね、次どこ行けちゅうの親切心がないじゃないか、そこまでま

だよかったです。お前、卑怯じゃないかと、次のことも決めな

いでね、場所を決めないで、出て行けちゅうのはおかしいじゃ

ないかと、そういう人も何人かおいでるなと、そういうことで

急遽、この、果樹公園の反対の付け足しのようにですね、書い



 45 

たわけでございます。それは、実は後から言いますと言ったん

ですが、それを町の方からありましてね、平成４年の何とか何

とかの計画で決定しております。いわゆる広報には何でか全然

ない。ね広報に出る１年前のなんか決めたらしいですよ。それ

は勝手に決められたんですね。我々町民としては、知るところ

じゃないです。どうもすみません。 

 

根岸  今日はありがとうございます。いろいろおっしゃっているんで

すが、果樹公園、果樹公園に建てるのが、果樹公園に建てるの

はやめて欲しいっておっしゃってるんですよね。 

 

髙田氏  議長、いいですか。議長、いいですか。果樹公園をまず売り買

いするものではないということ。ですからそこに建てるなんて

持ってのほか。そうです。 

 

委員長        髙田様、まだ指名してない。ご発言控えてください。 

 

根岸         それは、売り買いの物ではないからじゃなく、というのが理由

じゃないと思うんですけど、どうして果樹公園への、新庁舎を

取り止めて欲しいのかという理由を、陳情者の方が思われてい

る一番大事な、理由を教えてください。 

 

髙田氏        先ほど言っておりますように、果樹公園は売買するものじゃな

い、買いに行くもんじゃない、県も売るものじゃないんです。

そこから言って、わかりやすく庁舎を造るだというから、でま

た言いたいのはですね、 

 

髙田氏        庁舎をね、買いに行くな。また、県に売るな言ったんです。そ

れが私は、町はもはや、諦めましてね、もう３年前から県にこ

れを何回か手紙書いてるし、いろいろな意見じゃこれではじめ

の間は、町のやることだからと言ってた。そのうち、議会の話

が出ましてね。志賀部長が、県が、毎年ですよ毎年、取得して

くれと言ってきて、それを買ってくれという解釈。皆さん、そ

してそれが、しばしばですよ、しばしば言われております。実

は、私は、それは前から知っとったけども、毎年とか、しばし

ばだから、一個人じゃないだろうと、私は一県職員として今ね、

誰かにそれが言った誰かで懲罰、大変な面であるだろうから、

言わなかったんです。それで、前の財産経営課の新井課長にも

ね、それを言わないっていう、噂だよって言って、という止め

とって、ちゃんととうとうなんか言ったら、それを重ねてであ

り毎年だから、複数の人間としていえるだろうかなと思って、

いよいよそれを皆さんの議事録を送ってやった。それから、向

こうとしては、まだ失敗というか向こうはそれを信じて、それ

でまた防災拠点いうことを信じてね、それなら売ろうとなった。

ただ町はそういうことを知らずにね、買いに行ったって、その

ために、議会でそういう答弁を引き出したか。ね。それを向こ
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うも職員はその時言っていないと言いながらもね、やむを得な

いと見たんじゃないでしょうか。それで、そこへ先ほど言うよ

うに防災拠点にしたいと言うから、これでは、県は黙っておれ

ないだろうと、そういうことです。 

 

根岸         はい。経緯がおかしいであるとか、あと、経緯、これまでの、

何、土地の、うん。土地のやりとりの流れがおかしいだとか、

あと、こういう陳情者の方がお調べになったことに対して、や

っぱり疑問があるとか、疑いがあるとかっていう話を伺ったか

と思います。で、先ほど原点というお話をされていらして、私

も当時園芸試験場になったのは明治 41 年、その当時やっぱりそ

の地主さんが 20 数名ぐらいおられたと。いうところの方がおら

れて、でも園芸試験場になったというところからすると、当時

やっぱりその地主さんのままだったら、もっと土地が変わっち

ゃっていただろうしと思うと、やはりその時の地主さんにも感

謝をしたいと思いますし、その原点と言われますと、どこがど

こまでが原点として遡ればいいのかなっていうふうに思います

が、おっしゃられてるのは多分この 130、今年、今年までに数

えると 136 年になるんですよ。そうすると、この 136 年で培わ

れてきた歴史、これを大事にして欲しいというお話かと受けと

めるんですけれども、とってももっとシンプルに簡単に短い言

葉で、教えていただけますか。 

 

髙田氏        先ほど言いましたように、 

 

髙田氏        90 年の迷惑をかけたと。ね、そういうことを言って、それで

公園を造ったんです。そういうことが、承知していただきたい

と。そこらが原点です。それで今、先ほども何か、おっしゃっ

たけれどもですね、町長がね、知事がラディアン、何か来た用

事のときこれ取得としゃべりましたと、議会でそういうこと言

ってるんですよ。それで、何かいかにも賛成を得たというとこ

ろで、その次に今度は副町長が、武井副知事を果樹公園連れて

いって、ここですと言ったら、いいとこですねって、これリッ

プサービスですよ。それをね、盾にしてね、副知事にも言いま

した。現地で褒めていただいた。知事にはラディアンで話して

あります。何ですか、それ、そういうことの論法でなぜ、そう

いう、果樹公園、触っちゃいけない果樹公園に行くんでしょう

かね。むしろそちらを聞きたいですよ。 

 

根岸         無償譲渡のことについて伺います。無償譲渡、とおっしゃって

ますね。で、このことは何を公園のままなる無償譲渡なんだか

ら無駄なお金はかからないだろうということになるのか。無償

譲渡で町がもらえるはずだったのにというようなお話とか、無

償譲渡だったら庁舎がいい、庁舎がいいんじゃないかなのか、

ちょっと無償譲渡についてお聞かせください。 
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髙田氏        無償譲渡のことについてですね。私に署名運動のときとか、い

ろいろ応援していただいた人らもね、ここまで来てから負担が

あるのかという人が結構おられます。ということはね、それは

条例ですから、言葉でただとかそういうことは書いてないです。

ただ、78 号にね、無償譲渡できる、そういうことを書いてある

んです。ある人はね無償譲渡及び優遇措置を言ってるんだから

ね。安くするとか、無償じゃないじゃないかとかいう人もいる

し、それはね、事例的にですね。今、逗子でも問題起きました

ね、一緒にはげ山の問題が。これも、売りたくないときはね、

あれよあれよと条件つけてくれて、とうとう、逗子のはげ山は

ね、夜間照明つけるまでなっちゃったんです。野球場じゃある

まいし、それで、とうとうやめちゃった。ということは今度は

二宮の場合は、買ってくれっていう、と町が取ったけれども、

取得してくださいと言ってちょっとやっぱりついで、毎年か何

年置きかの契約更新に、いちいち手続きやる、それの面倒だけ

であってね、無償でくれて、向こうもそれだと無償。それから、

もう将来無償であるものを買いに行った町がいけないんですよ。

それをね、なぜそんなに急いでなんて、あなたにも手紙書いた

ようにね、相手をだましたことみたいになるかもしらんけども。

公園のまま買いなさいって言って、そして 10 年、また適化法で

言う８年、そういうものが援用してですね、やむを得なければ

そこで庁舎なり、他のものに駐車場にされたらいいじゃないで

すか。またそういう金があったら、今金があったら、用地をね、

取得されるように努力された方がいいじゃないかと、そういう

手紙あなた個人に出しました。この前の陳情陳述した翌日です。

それであなただけじゃ足りないと思ってあと４、５名、ポスト

に入れましたですよ。ですから無償譲渡については議会が説明

が私は不十分じゃなかった。ね、図書館にもあるし、役場にも

あるし、そういうものをね、見てくださいというんで、これは

一般には見えないですよ、なかなか。誰でも信じてもらって、

それで私はその後、ブドウ、ナシの配布のときにですね、それ

に県はこういう法律があっています。それから、それのもとに

なる国の理財局長、財務省理財局長通達がこういうのあります

と、その２つを並べて、20 枚ぐらい配りました。微々たるもん

でそれまた見てすぐポケット入れてしまう人とか、読んでくれ

たかどれぐらい読んでくれたかわかりませんけども、町会議員

の皆さん方それは十分承知の上だろうと、そう思っております。 

 

委員長        はい。よろしいですか。はい。これにて質疑を終了いたします。 

 

＜執行者側への参考質疑＞ 

野地  はい２点です。第１駐車場が今回出てきました。第１駐車場は

議会は否決をした。認めないよって言ってこっちに変わったか

なと僕は認識してるんですが、執行者側の認識はどうですか。

なぜ変えましたかということです。２つ目です。今無償譲渡の

ね、これ取得という言葉あと買うっていう言葉で非常に、難し
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いところなんすけど、こんだけ面倒見てるんだから私は、タダ

でもらいなさいって言いました。交渉の末、それできないとい

うことになりました。ということで今きてるんですけど、それ

事実ですかって、今のお話ですと、無償譲渡が実はあった。な

のに私たちには逆のことを言って嘘ついたと。ていう質問です。

事実はどこにありますか。 

 

施設再編課長  はい１点目でございます。はい。野地議員のおっしゃる通りな

んですけれども、第１駐車場、先ほど来ありますけれども、浸

水、当時は、当時から浸水する可能性、リスクがあるというこ

とはですね、議論になっておりまして、第１駐車場では、駄目

だという、明確なご意見というかですね、議会からいただいた

結果ですね、場所の選定を改めてするということで町民を巻き

込んで議論、先ほどもワークショップ、シンポジウムのお話さ

せていただきましたけれども、その結果、果樹公園であればで

すね、いいよという表現がちょっと適切かどうか、わかりませ

んけれども、果樹公園であれば、そのあとの予算をお認めいた

だいてるということで、認識しております。以上です。 

 

政策部長  はい。無償の件ですね。私も町民の方から、明治の時代ですか

町民がもともと町民の土地を、県のために拠出したんだから、

買うことなんかないというようなご意見をいただいたこともあ

ります。そうこうなんですが、陳情者の方がおっしゃってるそ

の県との当時のやりとりの資料というのは、町も県も確認した

ところ、そういうのは確認されていないというのが現実です。

無償にしてくれませんかって、ここまで果樹公園として、当然、

園師で働いてた方々も引き続き働いていただきながら、果樹公

園として管理してきた歴史があるから、無償にしてください、

くださいませんかという交渉は、担当もしておりますし、副町

長と副知事もしておりますし、知事と町長もしている。そうい

った中で、やはり無償はないよねと。いうようなところで結論

が今回お示ししようとしている金額になっているということで

ございます。以上です。 

 

委員長  はい。他に質疑はございませんか。今、はい。発言申し訳ござ

いません、承れません。質疑がなければこの後、傍聴議員申し

訳ないんですけども、お時間の関係ございます。省略させてい

ただきたいと思いますのでご了承願います。 

 

＜意見交換＞ 

委員長        これより委員による意見交換を行います。ないようですので、

意見交換を省略いたします。 

 

＜討論＞ 

委員長        これより討論に入ります。２名。３名。松﨑委員。 
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松﨑         はい。私は反対の立場で討論いたしますが、討論いたしますが、

このですね果樹公園に造ることは反対という立場は全く同じな

ので、これからも一緒に頑張っていきましょう。ただ私の立場

としては、法務局の横に、造ることに関してはちょっと私はね、

前向きになれないんで、それはご理解ください。以上です。 

 

渡辺         はい、私も反対の立場で討論します。やはり法務局北側につい

ては、これが浸水の可能性が、ハザードマップでも示されてい

るということで、意見は割れたと思うんですが、やはりそうい

うところから、より安全な場所を選んだという認識をしており

ますので、北側に造れというのはちょっと、賛成が難しいです。

以上。 

 

副委員長       はい。私は陳情第 14 号に賛成の立場で討論いたします。本陳

情は、従前計画地の第１駐車場に変更を求める陳情ですが、私

としては、第１駐車場となったとしても、その前に十分な治水

対策が必要だと考えております。もしもということですが例え

ば、現計画が進んだ場合として言えば、補足資料にあります飲

食スペースをラディアンにした方が良いというところには賛同

をいたします。なぜなら２棟建設とした現計画の内容は、複合

化がされているのではなく、飲食スペースが入ることで、他用

途になる程度のものだからです。せっかく人が集まるラディア

ンという施設があるのに選択されないのが不思議です。陳情趣

旨全般には、同意とは言えませんが、町民の不安や意見を尊重

し、町へつなぐことで、よりよい庁舎、よりよい町運営に繋が

ると信じて、陳情を採択いたします。賛成をいたします。 

 

委員長        これをもって討論を終結いたします。それでは、すみません発

言は今認められませんので、申し訳ございません。 

 

＜採決＞ 

委員長        それでは、陳情第 14 号を採決いたします。陳情第 14 号を採決

すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。失礼い

たしました。採択すべきものとすることに賛成の委員の挙手を

求めます。 

 

（挙手少数） 

 

はい。挙手少数であります。よって陳情第 14 号は不採択すべ

きものと決しました。次にこの陳情の不採択に対する審査委員

の作成についてはいかがいたしましょうか。 

 

（「正副一任でお願いする」との声あり） 

 

はい。正副委員長に一任の声がありましたので、審査意見の作

成については、正副委員長に一任願いたいと思いますが、ご異
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議ございませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。以上で

陳情第 14 号の審査を終了いたします。お疲れ様でした。暫時休

憩いたします。 

 

暫時休憩 16 時 22 分 

再開    16 時 35 分 

                                                            

④二宮町税条例の一部を改正する条例（町長提出議案第 64号） 

 

委員長  それでは休憩前に引き続き会議を開きます。5 時以降もこのまま会

議を続けますので、ご了承ください。次に、二宮町税条例の一部を改

正する条例、町長提出議案第 64号を議題といたします。執行者側か

ら補足説明がありましたらどうぞ。 

 

戸籍税務課長  補足説明資料「二宮町税条例の一部を改正する条例の概要」をご

覧ください。趣旨は、地方税法等の改正に伴い、所要の改正を行うも

のです。内容です。大きく３つございます。１つ目は、「個人町民税の

寄附金控除に関する規定の改正」です。公益信託制度改革に伴う所

得税法の改正により、地方税法が改正されたため、町条例において

引用条項を整理するものです。所得税法の改正の概要は、特定公益

信託に係る寄附金控除の対象は「金銭」に限定されていましたが、今

回の改正により金銭に限定されないこととされたものです。続きまして、

内容の２つ目は、「固定資産税のわがまち特例に係る改正」です。ま

ず、特定バイオマス発電設備に係る規定についてですが、出力が

10,000 ㎾以上 20,000 ㎾未満の発電設備のうち、一般木質・農産物

残さ区分に該当する設備に係る特例割合が縮減される規定が新たに

追加されたため、町条例においても改正するものです。文章ではイメ

ージがつきにくいため、恐れ入りますが３ページをご覧ください。ペー

ジ下の「二宮町税条例の現行と改正後の比較表」をご覧ください。バ

イオマス発電設備の規模が、現行では 1,000㎾以上 20,000㎾未満の

設備の特例割合が３分の２となっておりますが、改正後では、その設

備のうち、10,000㎾以上 20,000㎾未満の一般木質・農産物残さ区分

に該当する設備についてのみ、通常 3分の 2の特例割合が適用され

るところを新たに条例で定める特例割合とするものです。 恐れ入りま

すが１ページへお戻りください。なお、新たに条例で定める特例割合

については、7 分の 6 を参酌して 14 分の 11 以上 14 分の 13 以下の

範囲内において市町村の条例で定めることとされているため、この範

囲内で一番優遇される 14 分の 11 を採用しております。なお、令和 5

年度までの固定資産税に係る当該特例措置については、従前の例

によるものとなります。次に、特定事業所内保育施設に係る規定です

が、令和６年 3 月 31 日をもって特例対象期間が経過したことに伴い

法の規定が削除されたため、町条例においても削るものです。最後
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に内容の 3 つ目は、「引用条項の整理」となりますが、地方税法等の

改正に伴い附則に項ずれが生じたため、町条例附則の引用条項の

整理を行います。説明は以上です。 

 

＜質疑＞ 

渡辺  2つ教えてください。1つは、今回の変更で実質的に町に係わってく

る部分というのは、あるのでしょうか。もう 1 つは、先ほど、金銭に限定

されないものとして美術品、金塊などという説明がありましたけども、こ

れって何か価値が変わるのではないかと思うんですが、実務上はどう

いうふうな扱いをされるのか、その 2 点を教えてください。 

 

町民税班長  まず 1 つ目、実質的に町に影響があるかどうかというようなご質問な

んですけれども、普段、確定申告書の内容のチェックとか、申告会場

での相談受け付け内容からすると、この公益信託に係る寄付金控除

というもの自体が見たことがないといいますか、実質的に二宮町直接

に影響するようなものとは、我々としては捉えておりません。2点目、公

益信託の部分についてですが、美術品であったり、金塊等価値が変

動するものというような趣旨のご質問かと思いますが、個人の方が、例

えば美術館を運営する公益法人に美術品を展示してもらうように委託

したりとかという時に掛かるような経費というんですかね。今まで金銭

だけに限定されていたものが、それにかかる費用自体も寄付金として

枠が広がった、対象が広がったことによって、寄付金控除の対象とな

るというような改正になりますので、そういった回答になります。 

 

渡辺  それともう 1 つ、バイオマス発電設備の方なんですけれども、これも

町内には今のところないということでよろしいでしょうか。 

 

資産税班長  おっしゃるとおりです。現在バイオマス施設は町内にはございませ

ん。 

 

副委員長  先ほどの美術品とか金塊とかの評価方法は聞きましたか。それと、こ

のバイオマス発電の条例で定める割合が 14分の 11、次のページでい

くと、３分の２と書いてあるんですけど。基本と、その特例ということで出

されているのかどうか確認をさせてください。 

 

町民税班長  まず、公益信託に係る部分についてですが、評価をするというもの

ではなく、それにかかった経費の部分が寄付金控除として公益信託

制度として、当然認定だったり、そういったものが必要になるんですけ

れども、かかった部分が認められたものについて、寄付金控除の対象

になるというものですので、特に、どこかで評価をするとかそういう趣旨

のものではないと捉えています。 

 

資産税班長  バイオマスの施設の関係で、こちらは 3分の 2とあるのは、基本という

ところで特例割合として 14 分の 11 が最大値であるというところですの

で、二宮町としては、14分の 11の特例、軽減のより大きい方を選んだ

ということで、14 分の 11にさせていただいています。 
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副委員長  特例で定められる最大値ということになってくるのはわかるんですけ

れど、この発電規模からいって、その施設というものが町内に設立とい

うか、建設可能な範囲なのかどうか実態的なところの部分をどのように

見込んでいるのか教えてください。 

 

資産税班長  今のご質問ですが、例えば、隣の秦野市にあるクリーンセンターが

あり、バイオマス発電を行っており、この施設の面積が大体 4,500平米

で、5,000世帯分のごみを焼却する際に発生する電力量が 3,820㎾と

いうふうになっておりまして、単純に 1 万と言いますと、これは 2つ分と

いうことで、非常に大きな施設になりますので、非常に二宮町では設

立は難しいのかというところで認識している。 

 

松﨑   寄付金控除のことなんですけれども、これ本来現金を寄付する場

合、その見返りといったらなんですけれども、寄付金控除を得られるか

ら、寄付をするという人が多いと思うんですよ。それが今回、さらに現

金以外すなわち今、おっしゃっていた金塊とか美術品という話なんで

すけれども、それを寄付する場合も、その際のその手数料だけという

のがよくわからないんです。換金性のあるものだったら、例えば有価証

券にしても、金塊にしても、直前に換金してしまえばいいわけですけ

れども、それでもやはり控除されるのは手数料だけということですか。

美術品なんかだったら、例えば 100億のピカソを町に寄付しましたとい

っても、すぐには換金性がないんで、それはもう 100 億にしようが、200

億しようが、あくまでも手数料だけということですか。そうすると、有価証

券とか金塊の寄付というのはすごく不思議な気がするんですけれど。 

 

町民税班長  そもそも公益信託に係る部分になりますので、例えば個人の方が金

銭等、あえて等って言いますけど、金銭等を学術・芸術、慈善と祭祀

等の公益目的のために信託銀行や公益法人に預ける。それで、その

信託銀行が定められた目的に従って、その財産を管理運用すること

に対する公的、公益的な活動を行う制度になります。それに対する寄

付というんですかね。さっき例示させていただいた美術館に美術品を

預けるとか、他にも空き家となっている不動産を公益法人に託して、

経済的困窮者の方への支援施設として利用してもらうとか、そういう部

分についても、今回の新しい公益信託制度の信託財産とすることがで

きるというふうな改正になりますので、有価証券の換金性というんです

かね。そういったものと直結するものではないと考えています。 

 

委員長   他にございませんか。  

 

  （「なし」との声あり） 

 

ないようなので質疑を終了いたします。傍聴議員の発言なのですが、

お時間の関係があり、省略させていただきます。ご了承ください。 

 

（傍聴の議員の質疑：なし） 
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＜討論＞ 

なし 

＜採決＞ 

委員長  それでは、議案第 64号を採決をいたします。議案第 64号を原案の

通り可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

  (挙手全員) 

 

挙手全員であります。よって、議案第 64 号は可決すべきものと決し

ました。暫時休憩いたします。 

 

暫時休憩 16 時 49 分 

再開    16 時 52 分 

                                                            

⑤二宮町道路構造等の基準を定める条例の一部を改正する条例（町長提出議案第 65 号） 

 

委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。次に、二宮町道路構造等の基

準を定める条例の一部を改正する条例、町長提出議案第 65 号を議

題といたします。執行者側から補足説明がありましたらどうぞ。特にな

し。はい。ありがとうございます。これより質疑を行います。野地委員。 

＜質疑＞ 

野地   自転車道の設置ということで、例えばこれ、もちろん町道にし

か我々関係ないんですが、時速 60 キロ以上の道っても書いてあ

って、そんな町道ないだろうと思うんですが、今現在設置する場

所ないですよね、今後も設置する予定は今のとこないですよね。

その質問です。 

 

道路班長  はい、今回改正されるのが、自転車道というのは元からあった、

制度上あったものになりまして、今回というのが道路構造令の流

れとしてまず今まで歩道と自転車道あと自動車道ですね、その３

種類という形であったんですけども、この自転車道というのが、

幅員が２メーター以上取らなくちゃいけないよとか、そういった

ものがございまして、なかなか進まないっていう経緯がございま

した。で、そこでですね今回自転車通行帯、というものを新設を

いたしまして、車道の左側に自転車通行帯で帯状のブルーのライ

ンを引くような形で、新設をしたというのが経緯でございまして、

そうするとこの自転車通行帯と自転車道というのが、その区別を

しなくちゃいけないというところで、自転車道に関しては時速

60 キロ以上の道路を対象するという規定を追加したというとこ

ろになりますので、委員のおっしゃる通り二宮町の中には、時速

60 キロを超えるような道路ございませんので、自転車道に関し

ては新たに設けるっていうところはございません。また今既存の

町道に対して新たに自転車通行帯を設置を義務化するものでは

ございませんので、今後新設とか改良する場合に、設置を行う際

にはまた本基準を適用するという形になります。以上になります。 



 54 

 

渡辺  二宮の町道は、種別でいうと、第４種第４級になるんですか。

都市部になるのそれとも地方で、第３種第５級どっちの区分にな

るのかなっていう。 

 

都市整備課長  はい。二宮町、町道になりますので、区分から言いますと、第

３種であろうと。ただ条例上ですね、地方部と都市部というとこ

ろございますので、これは両方とも、時代の流れっていうんです

かね、町の作りとか、交通量とかにもよって変わってくると思い

ますので、こういう条例の規定にさせていただいてるというとこ

ろでございます。以上です。 

 

渡辺  はい。それであと、この通行帯ですけども、通行帯については、

必ず、必ずこれを設けろという規定には、なってなくて、通行

帯を作るのであればこういう、基準にしなさいと、そういう理

解でよろしいですか。 

 

道路班長 委員のおっしゃる通りそういう意味合いになります。以上です。 

 

渡辺  これは条例ですけども、今後、この条例に従って、通行帯を整

備しようとか、そういうふうな計画は、今現在あるものでしょ

うか。お考えとして。 

 

委員長  道路班長。 

 

道路班長  先ほどご説明したように今回の条例改正に関して、既存の町道

に対して、新たに通行帯を設けるものではないというところに

なりますので、今のところですね、整備予定というのはござい

ません。以上になります。 

 

松﨑  二宮の場合、あるとしたら自転車通行帯だけになると思うんで

すよね。これ先ほどからのお話だとこれ、別に義務化してるわ

けでもないし、やりたきゃやりなって何か、何ていうかな。だ

から、その割にはね、幅の、何かルールとかあるじゃないです

か。それがすごく、何か腑に落ちなくて、だからこの 1.5 メー

トル以上にこだわらない、例えば 1 メートルで作りました。そ

したらもうそれは自転車通行帯とは呼べないわけですよね。そ

ういう勝手にね。あ、1 メーター、90 センチでいいや、90 セン

チのものを作って、それはもう自転車通行帯とは呼べないけど、

自転車通行帯のようなものっていう呼び方をして、作るのは勝

手になっちゃいますよね。だからなんか何というか緩すぎると、

何かあまり意味がなくなっちゃうのかなっていう。しかもね、

もう一つこの自転車通行帯っていうのはおそらく自転車通行す

るものだと思うんですけども、他のものは走っちゃいけないの

とかそういうね、こともね、あんまり緩すぎると、例えば、電

動キックボードはいいんですか、セニアカーはいいんですかと
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か、だから余りにも緩すぎると、なんかつかみどころないよう

な気がしちゃうんですけど。はい。 

 

都市部長  はい。そうですね、おっしゃる通りなんですけど、どうしても法律って、

先ほど渡辺委員も言ってましたけど、地方部であったり都市部、地方

部とか都市部で、通行量は全然違うところで、一つの法律ですべてを

賄わなきゃいけないんである程度緩くなるのは仕方ないところだと思う

んです。で、今言ってる、自転車通行帯っていうのは、追加資料で、

白い紙で、写真が入ってますけど、左側の、自転車がちょうどのっか

ってる青いライン、ずっとありますね。こういったものを言うんですけど、

あとはこれをこれよりももっと軽いものでいくと、国道１号線によくあるん

ですけど、矢羽根といって三角の、矢印みたいなのをずっと、つけて

ですね、自転車はそこを通ってくださいっていうのを誘導するだけの、

そこを通らなくても捕まるわけでもないですし、歩道が太ければ、歩道

が 3.5メーター以上あれば歩道通っても自転車大丈夫なんですけど、

そういうものもあります。かなりちょっと曖昧でわかりづらいかと思うんで

すけど一応最低限の基準を法律で定めたので、それに基づいて条

例を定めなければならないというところでご理解いただければと思い

ます。 

 

松﨑         ちょっとプラスアルファなんで先ほどもちょっと聞きました

けども、この自転車通行帯に電動キックボードとか、セニアカ

ーとかでいいんですかね。駄目か、あれ。 

 

都市部長       はい。電動キックボードの場合はナンバー取って、ヘルメット

かぶってれば当然この自転車通行帯通っても大丈夫です。セニ

アカーはあくまでは歩行者と同じと扱うので、やはり歩道を通

ってもらうような形になるかと思います。はい。 

 

根岸         自転車通行帯を、いやぁあの道路に必要じゃないかって、言っ

てくる団体さんなり町民なりとかっていうことがあったりした

ら、何かこう、それなりの手続きを経て通行帯が付けられると

いう可能性はあるんでしょうか。 

 

都市整備課長     はい。そういったご意見等あればですね、我々道路管理者です

ので、その他に交通管理者、警察ですね。こういったところも

ご相談をさせていただく必要性がございます。ただこれ、条例

その上の法律もそうですが、定めの基準ですので、それを、先

ほども申しましたように町内でやれるところがございませんと

いうお話をさせていただいた上で考えますと、幅を広げる必要

性が出てくるかと思いますので、現行のそういった法律によっ

て対応していくということは、形になろうかと思います。以上

です。 

 

委員長        はい。よろしいですか。他にございませんか。はい。これで質

疑を終了といたします。傍聴議員の発言はすいません先ほど来、
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時間の関係で省略させていただきます。 

 

（傍聴の議員の質疑：なし） 

 

＜討論＞ 

なし 

＜採決＞ 

委員長        それでは、議案第 65 号を採決いたします。議案第 65 号を原案

の通り可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めま

す。 

 

（挙手全員） 

 

挙手全員であります。よって、議案第 65 号は可決すべきもの

と決しました。暫時休憩いたします。 

 

暫時休憩 17 時 03 分 

再開    17 時 04 分 

                                                           

⑥二宮町下水道条例の一部を改正する条例（町長提出議案第 66 号） 

 

委員長   はい。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。次に、二宮町

下水道条例の一部を改正する条例、町長提出議案第 66 号を議題

といたします。執行者側から補足説明がありましたらどうぞ。は

い。補足なし。これより質疑を行います。はい。野地委員。 

 

＜質疑＞ 

野地   はい、お願いします。酒匂川流域下水道からの放流水って書い

てあるんですけど。全部調べなきゃいけないのかな。二宮町は、

これに関わるところ、もしくは、あるか、今は全部その箇所を測

っているのか。群数と菌数って何が違うの。以上です。 

 

業務班長  はい、今の野地委員のご質問にお答えをさせていただきます。

まず大腸菌群数、大腸菌数の違いなんですけれども、大腸菌とい

うのが、人及び動物の腸管内に存在する細菌の一種となっており

ます。大腸菌群というのが、衛生管理上の汚染指標となっており

まして、大腸菌の他に、糞便汚染のない水や土壌等に生息する自

然由来の細菌も含まれた概念となっております。 

 

下水道課長  はい、ちょっと補足させていただきますと、酒匂川流域下水道

にですね放流する基準っていうのがありまして、例えばですね

工場とか、排出されるものっていうのは、大体何が出るかって

いうのはもう決まってますので、そのオーバーしそうなものを、

水質検査してさせていただいて、実際、基準値に満たしてるか

どうかっていうのを確認させていただきます。あと、先ほどち

ょっと班長から説明あったんですけども、大腸菌群数と大腸菌
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の違いなんですけども、この大腸菌プラス、先ほど土壌等に分

布する自然由来の細菌プラス、大腸菌が死んでいる菌も含んだ

ものっていうのが大腸菌群数、言ってみれば集合体ですね、集

合体が大腸菌群数になってます。最近ではですね、検査の技術

が向上いたしまして、大腸菌の生きている菌、菌の数のみを測

定することが可能になったということで法改正が行われており

ます。以上です。 

 

松崎  要するに今まではね、大腸菌数だけ調べることができなかった

けどそれができるようになりましたと。ですから、言ってみれ

ば今までは大腸菌群、この例えばある水があって、それがすご

く大腸菌群が多かったと。よくよく調べたらその中に大腸菌は

含まれてなかったってなったら、今までは非常に問題のある水

だけれども、これから問題がなくなるわけですよね。これを機

に、実際そういう例ってのはあるんですか。 

 

下水道課長  今までにですね、そういった例というかですね大腸菌を数える

ものっていうのは今までも群数ではあるんですけども、数えら

れていましたので、でもその群数の中に死んでる菌も含んだ形

でしか数えることができなかったので、それが今回、技術が発

達したことによって、生きている菌のみ、数えられることにな

ったってことなってます。以上です。 

 

都市部長  はい。その大腸菌が測れるようになってからまだ日が浅いので、

ちょっと実績としては、まだ出てないのが正直なところなんで

すけどおっしゃる通り、すべてが群数の中のすべてが死んでる

菌で生きてる菌はなかったっていう可能性は、全くゼロではな

いと思います。もちろん、ただうちの下水、二宮町の下水はす

べて酒匂川へ行って、酒匂川の縁にある浄化槽で浄化をした後

に測りますから、当然浄化が完璧であれば、そうですね。なん

で、群数じゃなくて、ただの大腸菌数だったらゼロになってる

可能性もなくはないとは思います。はい。 

 

委員長        はい。ございませんか。はい。これにて質疑を終了いたします。

傍聴議員。すいません。省略させていただきます。 

 

（傍聴の議員の質疑：なし） 

 

＜討論＞ 

なし 

＜採決＞ 

委員長        それでは、議案第 66 号を採決いたします。議案第 66 号を原案

の通り可決すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めま

す。 

 

（挙手全員） 
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挙手全員であります。よって、議案第 66 号は可決すべきもの

と決しました。これをもちまして、本委員会に付託されました

案件の審査を終了いたします。長時間にわたりご苦労さまでご

ざいました。ありがとうございます。 

 

閉会 17 時 11 分 


